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【要約】

　本稿では，松村・竹内（1990），秋葉（1993），Merriman（1988）という，日本の死刑

の抑止効果に関する３つの先行研究の計量分析について，公的統計のデータを再収集し

て，各研究の計量分析を再現するという方法で再検討を行った。その結果，松村・竹内

（1990）の研究では死刑に関する変数は殺人発生率に統計的に有意な効果を持たないと

いう結果となり，秋葉（1993）やMerriman（1988）の研究では統計的に有意な効果を持

つという結果となったのは，前者が死刑言渡し率，後者が死刑執行率と，両者が用いて

いた死刑に関する変数が異なるからである可能性が高いことがわかった。また，これら

の研究には，系列相関，多重共線性，説明変数の内生性，単位根の存在といった共通す

る分析手法上の問題点が存在する。さらに，時系列データの接続性の問題や変数の選択

の問題も存在する。再現という作業は，時に重要な点や既存の研究の問題点の発見など

につながるものにもなりうる。

はじめに

　日本の死刑制度を存続すべきか廃止すべきかについて，議論が続いてい

る（１）。その際に論点の１つとして挙げられることとして，死刑が犯罪に

対して抑止効果を持つか否か，すなわち犯罪を行うと死刑が科せられると

いうことを考えて人々が犯罪を思いとどまるという効果があるか否か，と
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いうことがある。この議論を意味あるものにするためには，データに基づ

いた計量分析が有効な方法として挙げられよう（２）。

　死刑の抑止効果について計量分析は，特に米国で盛んに行われている。

その初期の著名な研究として，経済学者である Gary Becker が刑罰の抑止

効果についての経済学的なモデルを構築し（Becker 1968），そしてそれを

基礎にして Isaac Ehrlich が米国の時系列データ（３）を用いて，死刑の抑止効

果についての回帰分析を行った研究がある（Ehrlich 1975）。それ以来，米

国など諸外国で死刑の抑止効果について計量分析を行った研究は最近まで

で数十にのぼり，これまでの研究自体を計量分析するというメタ分析まで

行われるようになっている（４）。

　それに対して，これまで日本で行われた計量分析は，非常に少ない。日

本語で書かれたものでは松村・竹内（1990）と秋葉（1993）の２つ（５），

また英語で書かれたものではMerriman（1988）という合計３つが主なもの

である。これらの研究もいずれも，上記のBeckerによる経済学的なモデル

やEhrlichによる計量経済学的なモデルを基にした回帰分析を行っている。

さらに，いずれの研究も，1950年代頃から1980年代頃までの日本の時系列

データを用いており，その少なくとも一部分は似たような変数さえ用いて

いる。例えば，日本の殺人事件の認知件数などの犯罪統計のデータをいず

れの研究でも用いており，さらに失業率などの国民の経済状況に関する指

標などもいずれの研究も変数として加えている。

　それにもかかわらず，死刑の抑止効果に関する分析の結果は異なるもの

となっている。すなわち，松村・竹内（1990）の研究では死刑に関する

変数は殺人発生率に統計的に有意な効果を持たない（６）という結果となり，

秋葉（1993）やMerriman（1988）の研究では統計的に有意な効果を持つと

いう結果となっている。しかし，なぜ，どこでこのように結果が分かれた

のかということは，詳しく検討されないままとなっている。

　本稿では，これら３つの研究で用いていると思われる公的統計のデータ

を再収集して，各研究の計量分析を再現したうえで，結果が分かれたのは
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なぜかということを検討する（７）。また，各研究の計量分析の持つ問題点を，

主に分析手法やデータの観点から指摘する。

１．松村・竹内（1990）の研究

１．１　研究の概要

　松村・竹内（1990）は，日本の死刑の抑止効果について，日本語で発表

されたほぼ初めての計量分析である（８）。Ehrlich（1975）の研究を基にし

つつ，日本の状況や日本で入手可能なデータに合わせたうえで，計量分析

を行っている。ここではまず，その計量分析の概要を確認する。

１．１．１　犯罪と刑罰の経済理論

　松村・竹内（1990），秋葉（1993），Merriman（1988）という本稿で検討

する３つの計量分析に共通する，犯罪と刑罰の経済理論について，ここ

でごく簡単に説明しておく（９）。これは，Becker（1968）が考案し，それを

Ehrlich（1975）が死刑の抑止効果の計量分析の文脈に合うように定式化し

直したものを基本としている。

　人が犯罪を起こすのは，犯罪の効用の方が，合法的行動の効用よりも大

きいときである。そして，犯罪の効用は，犯罪の期待利益から犯罪の期待

費用を引いたものとして考えられる。ここで，犯罪の期待利益とは，犯罪

が成功したとき得られる利益と犯罪が成功する確率を掛け算したものであ

り，犯罪の期待費用とは，犯罪が失敗したとき科される刑罰の重さと犯罪

が失敗する確率を掛け算したものである。

　以上は，犯罪の１つである殺人についても当てはまる。これを関数の形

で簡単に定式化すると，下のようになるだろう。

　殺人発生率 = f（殺人の期待費用，殺人の期待利益，合法的行動の効用）
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　この式において，殺人の期待費用が上昇すると殺人発生率は下がり，殺

人の期待利益が上昇すると殺人発生率は上がり，合法的行動の効用が上昇

すると殺人発生率は下がるということになる。

　実際にデータを用いて計量分析を行う場合には，この式の被説明変数で

ある殺人発生率，説明変数である殺人の期待費用や殺人の期待利益や合法

的行動の効用を具体的にどんなデータでもって測るか（あるいは直接に測

れないとすれば何で代理するか）ということを，分析者は考える必要がある。

１．１．２　松村・竹内（1990）の用いている変数と分析結果

　松村・竹内（1990）は，1953年（昭和28年）から1987年（昭和62年）の

日本の各種のデータを用いて回帰分析を行っている。具体的には，表１－

１の説明変数の欄に示されているような変数を用いている。松村・竹内

（1990 : 106-107）でその出典や，元のデータから変換した場合にはその変

換の式などが詳しく記述されている。

　被説明変数の殺人発生率Mは，殺人事件の認知件数MNを刑事責任年齢

である14歳（10）以上の総人口N14で割ったものである。殺人事件の認知件数

MNは，殺人事件の総数の代理変数として用いられている。すなわち，殺

人事件が何件起こったかは直接確認できないので，代わりに警察が確認で

きた件数である認知件数が用いられている。殺人事件のような重大な事件

の場合は，警察が確認できなかったということは少ないと考えられるので，

代理変数と真の変数との間のズレは少ないと考えられる。また，ここでの

「殺人事件」とは，殺人罪（ただし嬰児殺を除く（11）），尊属殺人罪，強盗

殺人罪という死刑が適用される可能性のある事件を指しており，未遂も含

んでいる。

　さらに，説明変数として以下のものを用いている（松村・竹内1990 :104）。

まず，死刑の抑止効果を測るものとして，死刑言渡し数 P を有罪者数 PA

で割ったものである死刑言渡し率 PR が用いられている。そして，検挙率（12）

Cが，犯罪が失敗する確率の代理変数となっている。犯罪と刑罰の経済理
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論から，犯罪が失敗する確率が大きいほど，犯行は少ない。

　また，実質実収入 R が，殺人の期待利益（13）の代理変数となっている。

犯罪と刑罰の経済理論から，殺人の期待利益が大きいほど，犯行は多い。

さらに，失業率 U が，合法的行動の効用の代理変数として用いられてい

る。犯罪と刑罰の経済理論から，合法的行動の効用が小さいほど，犯行は

多い。保護率 CAR は，所得の不平等を表す代理変数である（松村・竹内

1990 : 104）。これは，合法的行動の効用を表すと解釈することもできるし，

殺人の期待利益の代理変数ともとらえることができる，とされている（松

村・竹内1990 : 107）。

　その他に，20代男性人口率 Y や高等教育在学者（14）率 E も説明変数とさ

れている。これは，若い男性や高等教育在学中の者は犯行が少ない傾向が

あるからだとされている（松村・竹内1990 : 104）。

　松村・竹内（1990）では，以上のような変数を基に，回帰分析を行って

いる。その結果は，表１－１のように，死刑言渡し率 PR は，統計的に有

意な説明変数とならず，死刑の抑止効果は確認できないというものであっ

た。また，他の説明変数を見てみると，統計的に有意なのは失業率 U と

保護率 CAR と20代男性人口率Yで，いずれも係数の符号は正である。
表 1－ 1　松村・竹内（1990:105）の回帰分析の結果

※１　�括弧内はt値，期間は1953–87年，被説明変数はM
（殺人発生率）。

※２　�*p＜0.1，**p＜0.05，***p＜0.01。t値を基に筆者が
付加したもの。
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１．２　分析の再現

１．２．１　基本的な分析の再現

　１．１で見た松村・竹内（1990）の研究は，犯罪統計，司法統計をはじ

め政府統計という公開されたデータを基にしているので，再収集して分析

を再現（replication）することが可能なはずである。そこで，データを可

能な限り収集して，統計分析の再現を行った（15）。

　松村・竹内（1990）に示された出典などを基にデータを収集して，再現

のためのデータを構築した（16）。表１－２がそれらの変数の一覧である（17）。

表１－３は，それらの変数の記述統計を表したものである（18）。

表１－２　松村・竹内（1990）の再現データの変数名と内容

致死
致死
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　表１－４が再現データを使い，表１－１の回帰分析（OLS）を再現した

結果である。この表１－４を見ると，ほぼ表１－１と同じ結果になった

といえる。まず，死刑言渡し率S1_C1は統計的に有意とならない点が表

１－１と同じとなった。また，失業率Uと保護率P_Nと20代男性人口率

M2029_Nが有意となり，係数の符号が正となる点も，表１－１と同じで

ある。

表１－３　松村・竹内（1990）の再現データの記述統計

※期間は1953－87年，観測数は35。

表１－４　松村・竹内（1990）の再現データでの回帰分析

※１　 括弧内はt値，期間は1953－87年，被説明
変数はK1_N14（殺人発生率）。

※２　*p＜0.1，**p＜0.05，***p＜0.01。
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１．２．２．対数変換とラグ

　松村・竹内（1990）は線形の回帰分析だけでなく，被説明変数と説明変

数を自然対数とする対数変換したうえでの回帰分析も行っている。むしろ，

米国でのEhrlich（1975）などの先行研究などでもともと使用されていたの

は，実は対数変換した変数を使用した回帰分析であった。そして，それに

対して，対数変換した変数を用いると抑止効果が強く出るという批判がな

されていた（19）ことを踏まえ，松村・竹内（1990）では線形の回帰分析も行っ

ている（松村・竹内1990 : 104）。

　また，松村・竹内（1990）は説明変数のうち死刑言渡し率の影響にラグ

がある可能性も考慮して，当年の死刑言渡し率の代わりに前年の死刑言渡

し率を説明変数とした分析も行っている。さらに，前年の死刑言渡し率を

用いたうえで被説明変数と説明変数すべてを対数変換した分析も行ってい

る。

　表１－５に，それらの松村・竹内（1990）の分析結果と，再現データで

の分析結果を掲載している。「⑴対数」の列が被説明変数と説明変数すべ

てを対数変換した分析，「⑵線形ラグ」が当年の代わりに前年死刑言渡し

率（20）S1_C1-1を説明変数とした分析，「⑶対数ラグ」が⑵にさらに被説明変

数と説明変数すべてを対数変換した分析である。

　表１－５を見ると，これらの場合も松村・竹内（1990）と再現データと

でほぼ同じ分析結果となったと言える。まず，死刑言渡し率S1_C1や前年

死刑言渡し率S1_C1-1はどのモデルでも統計的に有意とならない点が，松

村・竹内（1990）と再現データとで同じとなった。また，統計的に有意な

説明変数も，松村・竹内（1990）と再現データとですべて一致している。

どのモデルでも失業率U_L，保護率P_N，20代男性人口率M2029_Nが統計

的に有意になっており，また「⑴対数」や「⑶対数ラグ」で高等教育在学

率E1_Nが10%水準で有意となっている。
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１．３　分析の問題点

　再現データによる分析をしてみると，松村・竹内（1990）の統計分析に

は様々な問題点があることが見えてくる。ここではそのうちのいくつかを

指摘する。

１．３．１　系列相関への対処

　回帰分析（OLS）では，誤差項に系列相関（自己相関）がないことが前

提とされている（21）。系列相関とは，ある時点の誤差項と他のある時点の

誤差項の間に相関があることである。誤差項に系列相関がある場合，OLS

を行うと回帰係数の標準誤差の大きさを正しく推計できず，統計的有意性

表１－５　松村・竹内（1990）の再現データでの回帰分析（対数変換・ラグ）

※１　 括弧内はt値，期間は1953－87年，被説明変数は再現データの⑵はK1_N14（殺人発生率），
⑴⑶はその自然対数。

※２　変数名は再現データのものを記載している。⑴⑶では説明変数を自然対数に変換している。
※３　*p＜0.1, **p＜0.05, ***p＜0.01。
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などの判断を誤ってしまう（22）。

　そのため，誤差項に系列相関があるか否かを検定によって確認すること

が行われる。その中でもよく使われるものの一つに，ダービン・ワトソン

比（Durbin-Watson比，DW比）がある。これは，１階の系列相関，すなわ

ち現在の誤差項と１つ前の時点の誤差項に相関が見られるか否かを判断す

るものである。ここでは，帰無仮説が「誤差項に１階の系列相関がない」

で対立仮説が「誤差項に１階の正の系列相関がある」の片側検定を行う（23）。

　表１－４や表１－５ではDW比とそれが有意か否かも掲載している（24）。

それを見ると，DW比は再現データでは，どの分析も５%水準で有意となっ

ていることがわかる。そのため帰無仮説が棄却され，誤差項に１階の正の

系列相関があると判断される。表１－１の松村・竹内（1990）の結果では

DW比は表１－４よりも若干大きいものの，DW比は同様にあまり大きく

ない。

　したがって，回帰係数の正確な検定を行うために，系列相関に対し何ら

かの対処をする必要が本来はあったと思われる。

１．３．２　多重共線性への対処

　回帰分析において，説明変数間の相関が非常に高い場合，多重共線性と

呼ばれる問題が発生する可能性がある。多重共線性が発生すると，回帰係

数の標準誤差が大きくなって推定値が不安定になる（25）。その結果，回帰

係数の値や符号，統計的検定の結果が信頼できるものでなくなる。そのた

め，回帰分析を行う際，多重共線性が発生している可能性があるか否か，

検討しておく必要がある。

　表１－６は，松村・竹内（1990）の再現データにおいて，変数間の相関

係数を求めたものである。これを見ると，保護率P_Nと実質実収入 I_CP

と高等教育在学者率E1_Nの３つの変数の間の相関係数はどれも絶対値が

約0.95あり，非常に相関が高い。
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　また，多重共線性が生じているか否か判断する際には，VIF（分散拡

大係数）が指標として用いられることが多い（26）。VIFが５または10を超

える説明変数は，多重共線性を生じさせている可能性が高い（Pituch and 

Stevens 2016:76; Sheater 2009:203）。

　表１－７は，松村・竹内（1990）の再現データにおいて，各変数のVIF

を求めたものである。これを見ても，保護率P_Nと実質実収入 I_CPと高

等教育在学者率E1_Nの３つの変数で，VIFが10を超えている。

　このように，松村・竹内（1990）の回帰分析では，多重共線性が発生し

ている可能性が高い。そのため，本来はこれに対する何らかの対処をして

おく必要があったと思われる。対処の方法としては様々なものがありうる

が，例えば相関が高い説明変数のうちいくつかを，説明変数から外すこと

を検討するなどの方法が考えられる。

表１－６　松村・竹内（1990）の再現データでの説明変数同士の相関

※期間は1953-87年，観測数は35。

表１－７　松村・竹内（1990）の再現データでのVIF

※期間は1953-87年，観測数は35，被説明変数はK1_N14（殺人発生率）。
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１．３．３　説明変数の内生性

　通常の回帰分析（OLS）では，説明変数が被説明変数に影響を与えるが，

逆に被説明変数が説明変数に影響を与える（これを「逆の因果」と呼ぶ）

ことはない，ということが前提とされている。しかし，この前提が成り立

たない場合がある。

　例えば，警察官の人数を説明変数，殺人事件の発生数を被説明変数とす

る場合などがよく例に挙げられる（Wooldridge 2013 : 557）。この場合，説

明変数である警察官の人数は被説明変数である殺人事件の発生数に影響を

与えるが，逆に殺人事件の発生数が増えるとそれを減らそうとして警察官

の人数を増やすという関係（逆の因果）もありそうである。

　この場合，説明変数がモデルの内部で決定されるということからモデル

に内生性があると言い（中島2011 : 54），このような説明変数を内生変数

と呼ぶ（モデルの内部で決定されない説明変数は外生変数と呼ぶ）。また，

意図した因果と逆の因果の両方があることから，同時性とも呼ぶ。同時性

が存在するとき，OLSによる推定値には問題が生じる（27）。これを「同時

性バイアス」と呼ぶ。同時性バイアスが存在する場合，計量経済学では同

時方程式や操作変数法などの手法で対処することになる。

　松村・竹内（1990）の回帰分析でも，殺人事件の発生数が逮捕率や死刑

言渡し率に影響を与えるといった逆の因果もあるとすれば，同時性バイア

スの問題が生じうる。これについて，松村・竹内（1990 : 104）は「アメ

リカにおいては地方財政のひっ迫による警察費の不足等の刑事司法の資源

制約ゆえ，殺人事件の発生数が逮捕率や収監率，さらに死刑執行にまで影

響を与えているからこれらの変数の内生化は適当と考えられるが，日本で

は殺人事件の検挙率は常にほとんど一に近く，内生化は無意味であり，ま

た死刑判決の比率が少なくとも短期的には殺人事件の発生数の影響を受け

て変動するとは考えられない」ので，問題ないとしている。ただこれに対

しては「これらはあらかじめ仮定されるものではなく，実証分析を通じて

検証されるべき仮説」（中島2011 : 69）であるという批判もある。
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１．３．４　単位根の存在

　時系列データにおいては，近年，それが単位根系列でないか否か，確か

めるべきであるとされるようになっているが，それを行っていないという

問題もある。単位根系列とは次のようなものである（28）。時系列データには，

一定のレベルの回りを変動しているにとどまるような定常過程（29）と，時

間とともにレベルが上昇や下降をしたり，変動幅が大きくなったりするな

どの動きをする非定常過程がある。しかし，非定常過程でも，階差を取る

と定常的な動きをするようになる場合があり，それを単位根系列という（田

中2004 : 73）。

　ある変数が単位根を持つ場合，その変数をそのまま使って回帰分析を

行っても，正しい結果が得られないという「見せかけの回帰」という問題

が起こりうることが指摘されている。すなわち，シミュレーションを行う

と，相関がないはずの人工的な単位根系列であっても，決定係数が非常に

大きくなり，かつ t 値が大きくなって係数が有意になることが起こりう

る（30）。この見せかけの回帰の問題の指摘が計量経済学に与えた影響は大

きく，これをきっかけとした計量経済学の変化を「時系列革命」と呼んで

いる者もいる（蓑谷2007 : 561）。今日では，各変数が単位根を持つか否か

確かめることは，時系列データの分析において重要な事項となっている（田

中2004 : 76，松浦・マッケンジー 2012 : 268）。

　米国における死刑の抑止効果についての分析でも，時系列データを使用

した場合に各変数が単位根を持つか否か確かめて，いくつかの変数で単

位根を持つと結論したものがある。例えばCover and Thistle（1988）では，

DF検定（Dickey-Fuller検定）を行い，殺人発生率が単位根を有するとし

ている。またNarayan and Smyth（2006 : 1976）ではADF検定（拡張Dickey-

Fuller検定）を行い分析に使用する多くの変数が単位根を有するとしてお

り，Brandt and Kovandzic（2015）ではADF検定やKPSS検定（Kwiatkowski-

Phillips-Schmidt-Shin検定）を行っている。

　ある変数が単位根を持つ否かに関する検定はいくつかの種類がある。１
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つはADF検定である。この検定には，トレンド項と定数項（ドリフト項）

の両方の付いたモデル，定数項のみ付いたモデル，どちらの項も付いてい

ないモデルの３つがある（31）。この検定の帰無仮説は「データには単位根

がある」である（32）。つまり，この検定で有意でない場合には，単位根の

存在が否定できない（33）。

　松村・竹内（1990）の再現データの各変数についてADF検定を行う（34）。

表１－８がその結果である（35）。これを見ると，どの変数も少なくとも１

つのモデルでは帰無仮説が棄却されない。また，被説明変数の殺人発生率

など，どのモデルでも帰無仮説が棄却されないものも多い。よって，松村・

竹内（1990）の再現データでは，単位根の存在が疑われるということになる。

　また，他の単位根検定として，例えばKPSS検定がある。この検定には，

トレンド項と定数項の両方の付いたモデル，定数項のみ付いたモデルの２

つがある。この検定の帰無仮説はADF検定と異なり，「データには単位根

がない」である。つまり，この検定で有意である場合には，単位根がある

ということになる。

　松村・竹内（1990）の再現データの各変数についてKPSS検定を行う。

表１－９がその結果である（36）。これを見ると，どの変数も少なくとも１

つのモデルでは帰無仮説が棄却されており，両方のモデルでも帰無仮説が

棄却されているものも多い。よって，松村・竹内（1990）の再現データで

は，単位根の存在が確認される。
表１－８　松村・竹内（1990）の再現データのADF検定

※ *p＜0.1，**p＜0.05，***p＜0.01。
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　よって，松村・竹内（1990）の再現データでは，単位根が存在する可能

性がある。そのため，回帰分析により正しい結果が得られるとは限らない，

という問題があるのである（37）。

１．３．５　データの問題

１．３．５．１　時系列データの接続の問題

　松村・竹内（1990）では，論文の付録で各変数の内容や出典が詳しく

説明されており，再現データの構築がしやすくなっている（38）。それでも，

１つ大きな問題が存在する。それは，変数の中に途中で測定方法が変わっ

ており，それ以前とそれ以後のデータをつなげて用いることに厳密には問

題がある変数があるという，データの接続の問題である。もっとも，これ

は松村・竹内（1990）に限らず，長期にわたる時系列データを扱う分析に

は付いて回る問題である（39）。

　そうした測定方法が途中で変わっている変数としては，まず殺人発生率

と検挙率がある。殺人発生率の計算で使用されている認知件数や，検挙率

の計算で使用されている検挙件数には，1955年（昭和30年）以前には14歳

未満の少年の触法行為が含まれているものの，1956年（昭和31年）以降は

これが含まれていない（40）。そのため，1955年以前の認知件数や検挙件数

を1956年以降の認知件数や検挙件数と連続したものとして，接続して１つ

のデータとすることには慎重にならなければならず，少なくとも注記は

表１－９　松村・竹内（1990）の再現データのKPSS検定

※ *p＜0.1，**p＜0.05，***p＜0.01。
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あった方がよい。松村・竹内（1990）のデータは，1953年（昭和28年）か

ら1987年（昭和62年）のものであるので，この認知件数と検挙件数のデー

タの接続の問題があることになる。

　また，実質実収入についても同様の問題がある。実質実収入については

表１－２にあるように，実収入（名目実収入）の指数（ある年を基準にし

た値）を消費者物価指数で割ったものになっている（41）。この実収入につ

いて，松村・竹内（1990 : 107）では全国の勤労者世帯のデータを使用し

たとしている。しかし，データの出所である家計調査についての説明（42）

を見るとわかるように，「全国」の実収入のデータは1963年からしかなく，

それ以前は「全都市」の実収入のデータしかない（1946 ～ 1962年）。そして，

「全都市」のデータと接続できるデータは，「全国」ではなく「全国・人口

５万以上の市」であると説明されている。ただ他方で，「全国・人口５万

以上の市」のデータは1985年までしかないので，1987年までのデータを用

いている松村・竹内（1990）ではこれを用いていないと考えられる。した

がって，松村・竹内（1990）では記述はないが，おそらく1962年以前は「全

都市」，1963年以降は「全国」のデータという本来は接続できないものを

用いている可能性が高い。よって，実質実収入にもデータの接続の問題が

あることになる。

１．３．６．２．　変数の選択

　松村・竹内（1990）で回帰分析の際に用いている変数の選択について，

何点か問題がある。

　第一に，被説明変数である殺人発生率，説明変数である検挙率や死刑言

渡し率の計算の際に，殺人罪，尊属殺人罪（43），強盗殺人罪（強盗致死罪）（44）

の３つを含めている点である。これらを用いているのは，これらが死刑を

科される可能性のある犯罪だからである。ただしこのうち，殺人発生率や

検挙率には，未遂の場合も含まれている（45）（松村・竹内1990 : 106）。したがっ

て，死刑による抑止の影響を直接には受けないと考えられるものも変数に
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含まれている可能性があることに注意する必要がある（46）。また，殺人罪

と強盗殺人罪では条文が異なり，死刑の抑止効果や他の説明変数の効果も

異なっている可能性があるという問題もある（47）。

　第二に，死刑の犯罪への抑止効果を調べるための説明変数として，死刑

言渡し率を用いている点である。これは，第一審の殺人による死刑言渡し

人員数を，第一審の殺人による有罪者総数で除した値である。Ehrlich（1975）

をはじめとする米国での先行研究では，この死刑言渡し率ではなく死刑執

行率が採用されることが多い。松村・竹内（1990 : 104）ではそれを採用

しなかった理由として，「日本では死刑の執行は秘密裡に行われ可視性が

低く，変数としてあまり意味がないと考えられる」ということを挙げてい

る（48）。ただし，本当に意味がないか否かは，分析によって確かめるべき

問題であったかもしれない。なぜなら，後に見る秋葉（1993）やMerriman 

（1988）では死刑言渡し率ではなく死刑執行率を説明変数として採用し（49），

統計的に有意な影響が見られるという結論を出しているからである。

　第三に，検挙率は説明変数としているものの，有罪率や実刑率，無期

懲役の率などは説明変数としていない点である。松村・竹内（1990 : 108）

は，日本の場合，殺人事件の検挙率は１に近くて変動がほとんどなく（表

１－３を参照），変数としてはあまり意味がない，としつつも，検挙率を

サンクションの確実性を表す変数として含めている。それに対して，実刑

率は刑罰の厳格性を表す変数として含めることが考えられるかもしれない

としつつも，ここではそれは行わない，としている。ただ，そのように実

刑率や有罪率を含めることを行わない理由は述べられていない。もし死刑

の抑止効果ということが単なる有罪や実刑，また無期懲役と区別される

効果を表しているのだとすれば，これらに関する変数を説明変数に含めて

分析する方がよいと思われる（50）。そして実際，後に見る秋葉（1993）や

Merriman（1988）では有罪率を含めて分析している。
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2．秋葉（1993）の研究

２．１　研究の概要

　秋葉（1993）は，犯罪と刑罰の抑止効果の経済分析に関して米国をはじ

めとする諸外国の理論研究や実証研究をまとめている。そのうえで日本の

犯罪について計量経済学的なモデルを構築し，殺人だけでなく，強盗，強

姦，窃盗，詐欺，横領といった犯罪に対する刑罰の抑止効果に関する実証

研究を行っている。そのうちの１つとして，殺人に対する死刑の抑止効果

についても分析を行っている。

　秋葉（1993）は，1960年（昭和35年）から1986年（昭和61年）の日本の

各種のデータを用いて回帰分析を行っている。具体的には，表２－１に示

されたような変数を用いている。秋葉（1993 : 281, 353）でその出典等が

記載されている。

　松村・竹内（1990）と使用している変数は似ているが，様々な違いも見

られる。被説明変数は，松村・竹内（1990）が14歳以上人口で割っていた

のとは違い，総人口POPで割ったものを用いている。そして，検挙率pa1（秋

葉1993では逮捕確率と呼んでいる）以外に，松村・竹内（1990）にはなかっ

た有罪確率pc/a1も説明変数として用いている。

　失業率UPが，合法的行動の効用の代理変数として用いられているのは

松村・竹内（1990）と共通している。また，松村・竹内（1990）では実質

実収入や保護率が用いられていたが，秋葉（1993）では１人当たりGDPで

あるGDPPOPが合法的行動の効用の代理変数および殺人の期待利益の代

理変数，また賃金率WGが合法的行動の効用の代理変数として用いられて

いる。

　その他に，松村・竹内（1990）では若い男性や高等教育在学中の者は犯

行が少ない傾向があることから20代男性比率や高等教育在学者比率を用い

ていたが，秋葉（1993）でも15－24歳男性人口割合M1524MPOP，大学短

大就学者割合STUDENTというそれらに対応しているが若干異なる変数を
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用いている（51）。

　さらに，犯罪は都市の方が農村より起こりやすいと考えて，農村地域人

口割合SUBPOPを説明変数の１つとしている。また，沖縄返還の影響を見

るためのダミー変数DM47や，時系列的なトレンドを見るためのトレンド

変数TRENDも，松村・竹内（1990）には入っていなかったが，秋葉（1993）

では入れられている。

　秋葉（1993 : 324）では，以上のような変数を基に，回帰分析を行って

いる。その結果は，表２－１のように，死刑確率は，統計的に有意な説明

変数であり，死刑に抑止効果が見られるというものだった。また，他の説

明変数を見てみると，統計的に有意なのは有罪確率pc/a1と失業率UPであっ

た。係数の符号は有罪確率pc/a1は負，失業率UPは正となっている。
表２－１　秋葉（1993:324）の回帰分析の結果

※１　 括弧内はt値，期間は1960⊖86年，被説明変
数はO1 /POP（殺人発生率）。

※２　 *p＜0.1，**p＜0.05，***p＜0.01。t値を基に筆者
が付加したもの。
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２．２　分析の再現

２．２．１　基本的な分析の再現

　２．１で見た秋葉（1993）の研究についても，公開データを収集して統

計分析の再現を行う。ただし，秋葉（1993）については第１章の松村・竹

内（1990）と異なり，再現にあたって問題となったことがいくつかある。

　まず，秋葉（1993）の場合，日経NEEDSを用いて多くのデータを集め

ている（秋葉1993 : 353参照）。日経NEEDSは有料のデータベース・サービ

スであり，公開データではない。確かに，日経NEEDSに収録されているデー

タも，秋葉（1993）の回帰分析の変数についていえば，政府統計からの再

収録のデータであろうと思われる。しかし問題は，出典が日経NEEDSと

なっていることで，そのもとの政府統計の出典が不明になっていることで

ある。そのため，特に秋葉（1993）の再現にあたって収集したデータは，

もとの分析で使ったデータに近いと思われるものを推測して集めたにすぎ

ないものがある。したがって，もとの秋葉（1993）の分析で使ったデータ

と異なるデータを使うことになったものもあると思われる。

　次に，秋葉（1993）において，変数の内容が不明確なものがいくつかある。

第一に，被説明変数の殺人発生率O1/POPや，説明変数の逮捕確率pa1，有

罪確率pc/a1において算出に用いられている「殺人事件」の内容が不明確で

ある。松村・竹内（1990）では，「殺人事件」とは，殺人罪，尊属殺人罪，

強盗殺人罪という死刑が適用される可能性のある事件であることが明確に

記述されていた。しかし，秋葉（1993）ではどの範囲を「殺人事件」とカ

ウントしたかについて説明がない。そのため，被説明変数の殺人発生率

O1/POPや，説明変数の逮捕確率pa1，有罪確率pc/a1の数字に複数の可能性

がある。本稿では，⑴松村・竹内（1990）と同じ範囲と考えた場合，⑵広

く「殺人の罪」（刑法第２編第26章）を指すと考えて未遂・予備と自殺関与・

同意殺人まで含むが強盗殺人罪は含めない場合（52），⑶狭く殺人罪と尊属

殺人罪と考えて強盗殺人罪は含めない場合の３通りで分析を行うことにし

た。
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　第二に，死刑確率pe/c1の内容が不明確である。松村・竹内（1990）では，

死刑言渡し者数を有罪者数で割ったものであることが明確に記述されてい

た。しかし，秋葉（1993）ではどのような計算によるものか記述がなく，

表２－１にあるように出典も明確でない。よって，死刑の数については，

死刑言渡し者数ではなく，死刑執行数を有罪者数で割ったものを考えてい

る可能性も排除できない（53）。そのため，松村・竹内（1990）と同じ死刑

言渡し者数を有罪者数で割った死刑言渡し率を説明変数とした場合と，死

刑執行数を有罪者数で割った死刑執行率を説明変数とした場合の２通り

で，２．２．１．１で分析を行うことにした。

　第三に，１人当たりGDPであるGDPPOPの内容が不明確である。GDP

には名目GDPと実質GDPがあるが，いずれを使用したのかについて秋葉

（1993）では述べられていない。そこでこれについても２通りで，２．２．１．

２で分析を行うことにした。

　第四に，農村地域人口割合SUBPOPにおいて算出に使用されている「農

業就業人口」の内容が不明確である。「農業調査」や「農業構造動態調査」

に農業就業人口の数字がある。しかし，「農業調査」や「農業構造動態調査」

の農業就業人口は，「農業センサス」の年（54）には調査を行わずデータが欠

けている。そこで，調査を行わない年は，「農業センサス」の数字で代替

したデータと，線形補間（55）したデータとで分析を行うことにした。また，

「労働力調査」では農林業就業者数の数字があり，これを使用した分析も

行う。したがって，３通りの分析を２．２．１．３で行うことにした。

　以上の点に注意しつつデータを収集して，再現のためのデータを構築し

た。表２－２がその内容である。

　表２－３では，秋葉（1993）の再現データの変数名とその記述統計を表

している。上述のように変数の中には内容が不明確なものがあり，そうし

た変数は複数の可能性を記述している。例えば，殺人発生率，検挙率，死

刑言渡し率，死刑執行率は，殺人事件の内容が「殺人罪，尊属殺人罪，強

盗殺人罪」「殺人の罪」「殺人罪，尊属罪」である場合の３通りの変数を記
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表２－２　秋葉（1993）の再現データの変数名と内容
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載している。１人当たりGDPは名目と実質の２通りの変数を記載している。

農村地域人口率については，データの出所や補間の仕方で３通りの変数を

記載している。

　表２－３を見ると有罪率や死刑言渡し率は，「殺人罪，尊属殺人罪，強

盗殺人罪」の場合が最も大きくなっている。これは，他の２つ「殺人の罪」

「殺人罪，尊属罪」には入っていない強盗殺人罪の部分の，有罪率や死刑

言渡し率が大きいことを意味している。

　以下では，再現データを使い，表２－１の回帰分析（OLS）を再現する

が，上述したように変数の内容が不明確なものがいくつかあるので，それ

らの候補をいくつか試しながら結果を比較する。

表２－３　秋葉（1993）の再現データの記述統計

※期間は1960⊖86年，観測数は27。
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２．２．１．１　死刑言渡し率と死刑執行率

　表２－４が再現データを使い，表２－１の回帰分析（OLS）を再現した

ものである（56）。表のモデル⑴⑵⑶はそれぞれ，被説明変数である殺人発

生率がK1_N，K2_N，K3_Nとなっている点が異なる。K1_N，K2_N，K3_Nは，

算出に使われている殺人事件の内容が，それぞれ「殺人罪，尊属殺人罪，

強盗殺人罪」「殺人の罪」「殺人罪，尊属罪」となっている。また，１人当

たりGDPは名目GDPの数字を使用し，農村地域人口率は欠けたデータを農

業センサスの数字で補ったものを使用している。表２－４を見ると，表２

－１と違い，モデル⑴⑵⑶のいずれでも，死刑言渡し率は統計的に有意と

はなっていない。

表２－４　秋葉（1993）の再現データでの回帰分析（死刑言渡し率使用）

※１　 括弧内はt値，期間は1960⊖86年，被説明変数は⑴はK1_N，⑵はK2_N，⑶はK3_N（殺人
発生率）。

※２　 説明変数のうちA1_K1，C1_A1，S1_C1は⑴のみで，⑵ではA2_K2，C2_A2，S2_C2，⑶で
はA3_K3，C3_A3，S3_C3である。

※３　*p＜0.1，**p＜0.05， ***p＜0.01。
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　次に，この死刑言渡し率の部分のみ死刑執行率に置き換えて，他の説明

変数は変更しないでOLSを行ってみる。その結果が表２－５である。

　表２－５を見ると， モデル⑴⑵において，死刑執行率は10%水準で統計

的に有意となっている。これは表２－１とほぼ同様と言える。また，有罪

率と失業率が統計的に有意であり，符号は前者が負で後者が正である。こ

の点も表２－１と同様である。

　これらの点を鑑みると，表２－１など秋葉（1993）で分析に使用されて

いる「死刑確率」pe/c1とは，死刑言渡し率ではなく死刑執行率である可能

性が高そうである。

表２－５　秋葉（1993）の再現データでの回帰分析（死刑執行率使用）

※１　 括弧内はt値，期間は1960⊖86年，被説明変数は⑴はK1_N，⑵はK2_N，⑶はK3_N（殺人
発生率）。

※２　 説明変数のうちA1_K1，C1_A1，X_C1は⑴のみで，⑵ではA2_K2，C2_A2，X_C2，⑶では
A3_K3，C3_A3，X_C3である。

※３　*p＜0.1，**p＜0.05， ***p＜0.01。
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２．２．１．２．　１人当たりGDP

　秋葉（1993）では説明変数について「１人当たりGDP」とのみ記述され

ており，それが名目GDPなのか実質GDPなのか記載がない。この変数は，

違法経済活動からの利益の代理変数であり，かつ合法的経済活動からの利

益の代理変数として設定されている（秋葉1993 : 270）。松村・竹内（1990）

の変数の１つである実質実収入と同様に実質値の方が適切でありそうなの

で，表２－４や表２－５では実質GDPでOLSを行っている（57）が，名目GDP

の可能性もないわけではない。そこで，ここでは１人当たり名目GDPとし

た場合の分析も行っておく。

　表２－６は，表２－５の説明変数のうち１人当たり実質GDPのみを１人

表２－６　秋葉（1993）の再現データでの回帰分析（１人当たり名目GDP使用）

※１　 括弧内はt値，期間は1960⊖86年，被説明変数は⑴はK1_N，⑵はK2_N，⑶はK3_N（殺人
発生率）。

※２　 説明変数のうちA1_K1，C1_A1，X_C1は⑴のみで，⑵ではA2_K2，C2_A2，X_C2，⑶では
A3_K3，C3_A3，X_C3である。

※３　*p＜0.1，**p＜0.05，***p<0.01。
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当たり名目GDPに置換してOLSを行った結果である。これを見ると，死刑

執行率はモデル⑴⑵だけでなく⑶でも10%水準で統計的に有意となる。ま

た，表２－５ではモデル⑴で15－24歳男性人口率が10%水準で有意となっ

ているが表２－６では有意でないという違いもある。その他の点について

は表２－５とほぼ変わりない。

２．２．１．３．　農村地域人口率

　秋葉（1993）の説明変数の１つである農村地域人口率は，農業就業人口

を総人口で割ったものだとされている。しかし，農業就業人口のデータの

出所について，秋葉（1993）では日経NEEDSとなっており，公開データ

ではない。

　「農業調査」や「農業構造動態調査」に農業就業人口の数字がある。し

かし，「農業調査」や「農業構造動態調査」の農業就業人口は，「農業セン

サス」の年には調査を行わずデータが欠けている。調査を行わない年は，「農

業センサス」の数字で代替したデータを使った農村地域人口率F1_Nでこ

れまでの表２－４～表２－６では分析を行っている。

　しかし，他にも調査を行わない年を，線形補間する方法も考えられるの

でそのデータを使った農村地域人口率F2_Nでも分析を行う。また，「労働

力調査」では農林業就業者数の数字がある。このデータは林業が入ってお

りその点で秋葉（1993）と異なる可能性があるものの，データに欠けた部

分がないという利点があるので，これを使用した農村地域人口率F3_Nで

も分析も行う。

　表２－７は，表２－５の説明変数のうち農村地域人口率の変数について，

上述のような変更を行った結果である。紙幅の関係から，被説明変数は

K2_N，すなわち殺人事件を「殺人の罪」に当たる事件と考えた場合のみ

を表２－７では記載している。K2_Nを選んだのは，秋葉（1993 : ４）な

どで「殺人」としてこの「殺人の罪」に当たる事件の認知件数のデータを

記載していることから，秋葉（1993）が分析に用いている可能性が高いと
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思われるからである。

　表２－７のモデル⑴では，農村地域人口率で線形補間したデータを使用

した変数F2_N，モデル⑵は「労働力調査」の農林業就業者数を使用した

変数F3_Nを説明変数としている。また，モデル⑶は同様にF3_Nを説明

変数としているが，「労働力調査」の農林業就業者数の場合は1955年から

データを得ることができるため1955 ～ 1986年のデータでモデル⑵と同様

の分析をした場合の結果である。

　これを見ると，死刑執行率はモデル⑴では10%水準で統計的に有意であ

るが，モデル⑵⑶では有意ではない。また，表２－５との違いとしてモデ

ル⑴で農村地域人口率が10%水準で有意となっている点がある。また，モ

表２－７　秋葉（1995）の再現データでの回帰分析（農村地域人口率の変数を置換）

※１　 括弧内はt値，期間は⑴⑵は1960⊖86年で⑶は1955⊖1986年，被説明変数はいずれもK2_
N（殺人発生率）。

※２　表の説明変数のうちF2_Nは⑴のみで，⑵⑶ではF3_Nである。
※３　*p＜0.1，**p＜0.05，***p＜0.01。
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デル⑶では有罪率が有意でなくなっている。さらに，このモデル⑶では期

間が若干長いためかDW比が他よりも小さくなっている。

　以上，１人当たりGDPや農村地域人口率について様々に置き換えてOLS

で分析した。その多くで，死刑執行率が10%水準ではあるが有意となって

いる。そのため，秋葉（1993）が使用していた「死刑確率」pe/c1とは，お

そらく死刑執行率であろうと言える。このことは，先行研究を鑑みても当

たっている可能性が高い。なぜなら，松村・竹内（1990）や秋葉（1993）

の分析の基になっている米国のEhrlich（1975）の分析では，死刑言渡し率

ではなく死刑執行（execution）率を用いているからである（58）。

　したがって，松村・竹内（1990）では死刑に関する変数が統計的に有意

にならず，秋葉（1993）では有意になったという結果の相違は，実は死刑

に関する変数として用いていたものがそれぞれ異なっていたからだと考え

られる。松村・竹内（1990）では死刑に関する変数として死刑言渡し率を

用い，秋葉（1993）では死刑執行率を用いていた。このことは，松村・竹

内（1990）の再現である表１－４や秋葉（1993）の再現で死刑言渡し率を

用いた表２－４と，死刑執行率を用いた表２－５～表２－７を比較して見

れば，かなり可能性の高いことであると思われる。

　ただ，この死刑執行率についても，変数の選択によっては，有意になっ

ていない場合もあることにも注意が必要である。例えば，表２－５でも⑶

の場合には有意ではなく，表２－７でも⑵⑶では有意ではない。

２．２．２　対数変換とラグ

　秋葉（1993）も線形の回帰分析だけでなく，被説明変数と説明変数を対

数変換したうえでの回帰分析を行っている。また，殺人の認知から，殺人

犯の逮捕までの時間的な遅れを考慮して（秋葉1993 : 288），逮捕確率を「殺

人の逮捕件数/前年の殺人認知件数」とした場合の分析も行っている。さ

らに，この逮捕確率を用いたうえで被説明変数と説明変数すべてを対数変

換した分析も行っている。
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　対数変換するにあたって，データの一部に０が含まれていることが問題

になる。０は対数変換することができないからである。具体的には，死刑

執行率X_C2において，1964年と1968年は死刑執行数が０人であるので死

刑執行率も０となる。秋葉（1993）では，この場合にどのような処理を行っ

たのか，説明がない。

　ここでは，秋葉（1993）の基になっている米国のEhrlich（1975）の処理

方法を採用する。すなわち，Ehrlich（1975）の米国の分析でも死刑執行数

が０の年があった（59）が，彼はこの場合に０を１に置き換えたうえで対数

変換をした。そこで，同じように1964年と1968年は死刑執行数を１とした

うえで死刑執行率を計算し直し，それを対数変換する。

　表２－８に，秋葉（1993）の分析結果と，再現データでの分析結果を掲

載している。「⑴対数」の列が被説明変数と説明変数すべてを対数変換し

た分析，「⑵線形ラグ」が「殺人の検挙件数/前年の殺人認知件数×100」

で計算した検挙率A2_（K2-1）を使った分析（60），「⑶対数ラグ」が⑵にさら

に被説明変数と説明変数すべてを対数変換した分析である。また，紙幅の

関係から，被説明変数はK2_N，すなわち殺人事件を「殺人の罪」に当た

る事件と考えた場合のみを表２－８では記載している。

　表２－８を見ると，秋葉（1993）と再現データとで同じ分析結果となっ

た部分もあるが，異なる結果となった部分もある。同じ結果となった部分

としてはまず，死刑執行率X_C2は「⑵線形ラグ」「⑶対数ラグ」で統計的

に有意とならなかったということがある。また，失業率U_Lは「⑵線形ラ

グ」で有意となっている。

　異なる結果となった部分としてはまず，死刑執行率X_C2が秋葉（1993）

では「⑴対数」で10%水準で有意なのに対し，再現データでは有意にな

らなかったということがある。また，有罪率C2_A2が，秋葉（1993）で

は「⑴対数」「⑵線形ラグ」で有意なのに対し，再現データでは有意では

ない。さらに，トレンド変数TRENDが，秋葉（1993）では「⑵線形ラグ」

で10%水準で有意なのに対し，再現データでは有意ではない。農村地域人
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口率F1_Nは秋葉（1993）では「⑵線形ラグ」で有意ではないのに対し，

再現データでは10%水準で有意になった。

表２－８　秋葉（1993）の再現データでの回帰分析（対数変換・ラグ）

※１　 括弧内はt値，期間は1960⊖86年，被説明変数は再現データの⑵はK2_N（殺人発生率），⑴
⑶はその自然対数。

※２　 変数名は再現データのものを記載している。⑴⑶ではY1972とTREND以外の説明変数を自
然対数に変換している。

※３　*p＜0.1，**p＜0.05，***p＜0.01。

　表２－８ではデータに０が含まれている場合の対数変換について，1964

年と1968年は死刑執行数を１としたうえで死刑執行率を計算し直し，それ

を対数変換するというEhrlich（1975）と同様の方法を用いた。しかし，こ

の方法は，特に日本のデータを扱う際には問題がある。
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　この方法では，死刑執行数が０の場合と１の場合を同じに扱うことにな

り，死刑執行数が０の場合の持つ効果を見落としてしまう可能性がある。

この点，米国では通常の場合は平均して年に数十人の死刑執行がなされる（61）

ため，０と１の差は相対的にそれほど大きくない。しかし，日本では米国

よりも執行数がかなり少ない（62）ので，０と１の差に米国の分析よりも気

を配る必要があると思われる。

　そのため，ここでは別の方法（63）として，すべての年の死刑執行数に１

を加えたうえで対数変換するという方法も用いてみる（64）。この方法であ

れば，元データの０と１の違いが消えることはない。

　表２－９が，この方法で死刑執行率X_C2を対数変換した場合の，表２

－８のモデル⑴と⑶に当たる場合の結果である。これを見ると，いずれの

説明変数も有意にならず，総じて結果は表２－８とほとんど変わっていな

いと言える。これは，死刑執行数が０人の年が1964年と1968年の２つだけ

であるためだと思われる。そのため，秋葉（1993）のデータの範囲では以

上の２つの０の扱いで，それほど結果に違いは出なかった。しかし，より

最近のデータまで含めて分析する場合には，死刑執行数が０人の年が増え，

その場合には結果が変わる可能性もあるため，どのような方法を用いてい

るのか明確にしておく必要があるであろう。

２．３　分析の問題点

　１．３では松村・竹内（1990）の統計分析の問題点を検討したが，ここ

では秋葉（1993）の統計分析について，同様の問題点を検討する。

２．３．１　系列相関への対処

　回帰分析（OLS）では誤差項に系列相関がないことが前提とされている。

そのため，誤差項に系列相関があるか否かをDW比で検討する。１．３．１

と同様に，帰無仮説が「誤差項に１階の系列相関がない」で対立仮説が「誤

差項に１階の正の系列相関がある」の片側検定である。
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表２－９　秋葉（1993）の再現データでの回帰分析（対数変換時のゼロの処理）

※１　括弧内はt値，期間は1960⊖86年，被説明変数はK2_N（殺人発生率）の自然対数。
※２　Y1972とTREND以外の説明変数は自然対数に変換している。
※３　*p＜0.1，**p＜0.05，***p＜0.01。

　表２－１の秋葉（1993）の結果ではDW比は２に近く，系列相関の可能

性はそれほどない。また，再現データでの分析のうち，死刑言渡し率を説

明変数として使用している表２－４ではDW比は比較的高く，特に⑵では

DW比は統計的に有意ではない。
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　しかし，死刑執行率を説明変数として使用している表２－５ではDW比

はそれよりも小さく，５%水準や１%水準で有意になっている。表２－６

～表２－９でも，DW比が５%水準や１%水準で有意であるものが多い。

これらにおいては，帰無仮説が棄却され，誤差項に１階の正の系列相関が

あると判断される。このような場合，回帰係数の正確な検定を行うために，

系列相関に対し何らかの対処をする必要がある（65）。

２．３．２　多重共線性への対処

　回帰分析において，説明変数間の相関が非常に高い場合，多重共線性の

問題が発生する可能性がある。秋葉（1993）においてもこれが発生してい

る可能性が高い。

　表２－10は，秋葉（1993）の再現データにおいて，変数間の相関係数を

求めたものである（66）。これを見ると，相関係数の絶対値が0.95を超えるよ

うな高い相関を示しているのは，WとG1_N，WとF1_N，WとTREND，G1_N

とF1_N，G1_NとTREND，F1_NとE2_N，F1_NとTRENDの間である。よって，

実質賃金W，１人当たり実質GDPであるG1_N，農村地域人口割合F1_N，ト

レンド変数TRENDは複数の変数との間で0.95を超えるような高い相関を

有している。また，例えば実質賃金Wはこれ以外の多くの説明変数との

間でも0.9を超える相関関係を有している。

　表２－11は，秋葉（1993）の再現データにおいて，各変数のVIF（分散

拡大係数）を求めたものである。これを見ると，抑止に関係する検挙率

A2_K2・有罪率C2_A2・死刑執行率X_C2以外のすべての説明変数で，VIF

が10を超えている。

　このように，秋葉（1993）の回帰分析では，多重共線性が発生している

可能性が高い。秋葉（1993）はこれに対処しようとして，ステップワイズ

法（67）による変数選択を行っている。

　表２－12では，秋葉（1993）のステップワイズ法によって変数選択を行っ

たうえでのOLSの結果と，再現データでそれと同じだと思われる変数を使
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用して行ったOLSの結果を記載している。これについては，秋葉（1993）

と再現データで結果がかなり異なることとなった。まず死刑執行率は秋葉

（1993）では10%水準で有意だが，再現データでは有意ではない。検挙率

についても同様である。さらに，農村地域人口率や15 ～ 24歳男性人口率

が有意であることは秋葉（1993）と再現データで同様だが，符号の正負が

逆になっている。

　表２－13では表２－12の再現データでのOLSについてVIFを求めたもの

である。これを見るとVIFが10を超えるものはないが，農村地域人口率と

15 ～ 24歳男性人口率のVIFは５を超えている。そのため，再現データに

ついて多重共線性が完全にはなくなっていない可能性も残っている（68）。

　このように，秋葉（1993）と再現データで分析結果が異なることとなっ

たのは，再現データの一部のデータが，秋葉（1993）と異なるものである

可能性があるからかもしれない。例えば，農村地域人口率の算出に用いら

れている農業就業人口は空白年があるという問題があり，その対処に他の

調査のデータを用いたり線形補間を用いたりという問題があった。こうし

たものが秋葉（1993）の用いたデータと異なる可能性がある。

表２－10　秋葉（1993）の再現データでの説明変数同士の相関

※期間は1960⊖86年，観測数は27。
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表２－11　秋葉（1993）の再現データでのVIF

※期間は1960⊖86年，観測数は27，被説明変数はK2_N（殺人発生率）。

表２－12　変数選択を行った場合の秋葉（1993）と再現データでの回帰分析

※１　括弧内はt値，期間は1960⊖86年で，被説明変数は再現データはK2_N（殺人発生率）。
※２　*p＜0.1，**p＜0.05，***p＜0.01。

表２－13　変数選択を行った場合の再現データでのVIF

※期間は1960⊖86年，観測数は27，被説明変数はK2_N（殺人発生率）。
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２．３．３　説明変数の内生性

　秋葉（1993）では，同時性の問題について解説されている（秋葉1993 : 144

－149）。そして，犯罪供給関数，法執行活動の生産関数，警察需要関数，

検察需要関数の４つを用いた同時方程式モデルの推定を行っている（秋葉

1993 : 333－337）。その結果は，概ねOLSによる分析結果を支持するもの

であったとしている。しかし，この同時方程式による分析の際には，殺人

の抑止変数として実刑確率を用いており，死刑執行率は用いていない（秋

葉1993 : 333）。そのため，死刑執行率に関係する分析では同時性の検討は

直接はなされていないという問題は残っている。

２．３．４　単位根の存在

　秋葉（1993）においても，単位根の有無は検討されていない。そこで，

再現データにおいて単位根検定を行う。

　表２－14は，秋葉（1993）の再現データの各変数について，ADF検定（帰

無仮説は「データには単位根がある」）を行った結果である（69）。これを見

ると，どの変数も少なくとも１つのモデルで帰無仮説が棄却されず，単位

根の存在が疑われる。

　また，表２－15は，KPSS検定（帰無仮説は「データには単位根がない」）

を行った結果である（70）。これを見ると，どの変数も少なくとも１つのモ

デルで帰無仮説が棄却され，単位根が存在しそうである。

　以上から，秋葉（1993）の各変数には単位根が存在する可能性があり，

回帰分析により正しい結果が得られるとは限らない，という問題がある。

２．３．５　データの問題

　２．２で見たように，秋葉（1993）の分析には，使用している変数の多

くの詳細が明確でないという問題がある。そして，実際にこれらの変数

の詳細が変わることで，結果にも影響が出てくる場合があることも２．２

で見た。例えば，「死刑確率」というのが死刑言渡し率を指しているのか，
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死刑執行率を指しているのかで，その回帰係数が有意になるか否かが変

わっていた。したがって，この点が明確でなかったのは大きな問題である

といえる。

　また，秋葉（1993）は松村・竹内（1990）よりも後の研究であり，実際

に松村・竹内（1990）への言及も見られるものの，松村・竹内（1990）と

異なる変数を用いた場合に，なぜ異なる変数を用いたのかということにつ

いてあまり説明がない点も問題である。

　例えば，松村・竹内（1990）では被説明変数の殺人発生率は14歳以上人

口で割って算出していたのに対し，秋葉（1993）では総人口で割って算出

表２－14　秋葉（1993）の再現データのADF検定

※ *p＜0.1，**p＜0.05，***p＜0.01。

表２－15　秋葉（1993）の再現データのKPSS検定

※ *p＜0.1，**p＜0.05，***p＜0.01。
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している。このように変更した理由は説明されていない。また，松村・竹

内（1990）では説明変数として実質実収入や保護率を用いていたのに対し，

秋葉（1993）ではそれに相当するものは実質賃金や１人当たりGDPとなっ

ているが，これについてもこちらを選択した理由は特に説明はない。さら

に，松村・竹内（1990）では説明変数として20代男性人口率を用いている

のに対し，秋葉（1993）では15 ～ 24歳男性人口率となっているが，この

変更の理由も説明されていない。

　本稿では，紙幅の関係もあり，これら１つ１つの変更で結果が変わるか

否かは確かめない。ただ，少なくともこれらから言えることがある。それ

は，Ehrlich（1975）の死刑の抑止効果についての計量経済学的なモデルに

基づいているといっても，そこでいかなる変数を用いるかについては研究

者による選択の余地がかなりあり，そしてその選択により結果が左右され

る可能性があるので，結果の解釈には注意が必要であろう，ということで

ある（71）。

３．Merriman（1988）の研究

３．１　研究の概要

　実は，松村・竹内（1990）や秋葉（1993）よりも前に，日本の殺人事件

に対する死刑の抑止効果について計量分析した研究としてMerriman（1988）

が存在する。この研究は日本ではほとんど知られておらず，松村・竹内

（1990）や秋葉（1993）はおろか，最近の村松ほか（2017）やMuramatsu et 

al.（2018）でも言及されていない（72）。他方，英語で書かれていることもあり，

海外で日本の死刑の抑止効果の研究といった場合は，この研究のみが引用

されることもよくあるようである。例えば，死刑の抑止効果研究のメタ分

析であるYang and Lester（2008）やGerritzen and Kirchgässner（2016）では，

日本の研究として，このMerriman（1988）のみを用いている。ここでは，

この研究についても，再現を試みる。
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　Merriman（1988）の主な問題関心は，第二次世界大戦後，日本の殺人発

生率は減少傾向をたどっているが，それがいかなる理由によるものか，と

いうことであった。死刑の抑止効果の有無についての結論は，実はそれほ

どはっきりとは述べられていない。しかし，統計分析の結果を見ると死

刑の執行に関する説明変数が統計的に有意になっており，その係数は負に

なっている。そして，自らの分析結果が刑罰の抑止効果の理論を支持する

ものになっていると述べている（Merriman 1988 : 10）ことから，基本的に

は死刑の抑止効果を肯定していると考えられる。そして，この結果が上述

のメタ分析でも利用されている。

　表３－１にこの研究で用いている変数が記されている。Merriman

（1988）では，1957年から1982年のデータを主な分析対象としている（73）。

Merriman（1988）も，松村・竹内（1990）や秋葉（1993）と同様にEhrlich

（1975）のモデルを基本としているため，用いている変数も似たものとなっ

ている。しかし，細かな点では違いもある。

　例えば，第一に，有罪率PCや死刑執行率PEの計算で用いている有罪

者数は，この研究では14歳未満の少年を意識的に含めている。それは，

Merriman（1988 : 11）で有罪率PCを，「（地方裁判所で殺人で有罪になっ

た数+家庭裁判所で殺人で処罰された少年の数）/殺人認知件数」（Number 

of convictions for homicide in Chiho court plus number of juveniles punished for 

homicide in Family court divided by number of homicides known to police）と

計算していることからわかる。

　また，第二に，20代人口率A2029を用いているが，これは松村・竹内（1990）

が20代男性人口率として用いていたものに対応している。第三に，１人当

たり実質GNE（国民総支出）を変数に用いているが，これは殺人の期待

利益や合法的活動の効用の代理変数であると考えられる。これについては，

各研究で代理変数として利用しているデータがかなり異なっており，松村・

竹内（1990）では実質実収入や保護率，秋葉（1993）では実質賃金や１人

当たりGDPを利用していた（74）。
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　第四に，彼は松村・竹内（1990）や秋葉（1993）と異なり，検挙率を変

数として用いていない（75）。その理由は，検挙率は，２%程度の非常に小さ

なばらつきしか持たず，分析にとって有効な変数ではないからだとしてい

る（Merriman 1988 : 7）。この点については，松村・竹内（1990）も，検挙

率を説明変数として用いているものの，「検挙率はほとんど一に近く変数

としてはあまり意味がない」と述べている（松村・竹内1990 : 108）。

　表３－１にはMerriman（1988 : 8）での回帰分析の結果が記載されてい

る（76）。この表では３種類の分析をしており，モデル⑵はモデル⑴からタ

イム・トレンド（トレンド変数）を除いたもの，モデル⑶はモデル⑴の１

人当たり実質GNEの自然対数の代わりに，１人当たり実質GNEの自然対

数の変化率（77）を説明変数に入れている。

　この分析の特徴として，第一に，説明変数のうちトレンド変数以外のも

のと被説明変数は，すべて自然対数をとったものを使用していることが挙

げられる。これは，Ehrlich（1975）をはじめとする先行研究に倣ったもの

である。第二に，回帰分析の誤差項における１階の系列相関に対処する手

法を使用している。それが表３－１の系列相関ρ̂の欄である。第三に，多

重共線性に関する配慮が見られることである。説明変数同士の相関を確認

したところ，トレンド変数と１人当たり実質GNEの自然対数との間の相

関係数が0.978と特に高かったので，トレンド変数を除いたモデル⑵も検

討しているのである。

　表３－１を見るとモデル⑴において，死刑執行率が10%で有意になって

おり，さらに係数の符号が負となっている。この点では，死刑の抑止効果

が示されている可能性があると言える。

　ただ，Merriman（1988）がより注目しているのは，１人当たり実質GNE

やトレンド変数の影響である。モデル⑵では１人当たり実質GNEが１%有

意で，係数は負である。それに対して，モデル⑶では１人当たり実質GNE

変化率が５%有意で，係数はモデル⑵と違い正である。モデル⑵にはトレ

ンド変数が入っておらず，モデル⑶ではトレンド変数は１%有意で，係数
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は負である。すなわち，モデル⑵によれば日本が経済的に成長し１人当た

り実質GNEが増加するにつれて殺人が減少しているように見えるが，モ

デル⑶によれば経済的な成長はむしろ殺人を増加させており，時間の経過

に伴う減少傾向がそれを打ち消して余りあるということになる（Merriman 

1988 : 9）。

３．２　分析の再現

３．２．１　変数を対数変換した場合

　Merriman（1988）の研究の再現を試みる。Merriman（1988 : 4）は自身

が使用したデータの一部を表として掲載しているため，再現データと数字

を比べることによって，Merriman（1988）で使われていたデータの内容が

表３－１　Merriman（1988 : 8）の回帰分析の結果

※１　括弧内はt値，期間は1957⊖82年，被説明変数はln q（殺人発生率）
※２　*p＜0.1，**p＜0.05，***p＜0.01。t値を基に筆者が付加したもの。
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不明確なところを推測することができる。

　表３－２がMerriman（1988）のデータと再現データの比較を比較したも

のである。これを見ると，いくつかの数字で若干のずれがあるものの，大

部分の数字が一致しており，データの再現が基本的にできているものと思

われる。

　特にずれが大きいのは，1965年の有罪率（検挙件数分母（78））PCCとCm_

A2との間である。これはMerriman（1988）のデータにミスがあるのでは

ないかと思われる。すなわち，Cm_A2において再現データで計算に使用

した，『司法統計年報』（昭和40年 刑事編）290頁の表において，殺人の罪

の有罪人員1272人ではなく，その左横に書かれている終局総人員1301人

と誤ったのではないかと思われる。実際，このように誤ったと仮定して，

1272人を1301人に置き換えて計算してみると，ちょうどMerriman（1988）

の0.641と同じ数になる（79）。よって，Merriman（1988）のデータではこの

ようなミスをしていた可能性がある。

　また，死刑執行率において，1964年と1968年は死刑執行数が０人の年で

あるので再現データでは死刑執行率X_Cmも０になっているが，Merriman 

（1988）の死刑執行率PEでは０になっていない。これは，Merriman（1988）

では本来は死刑執行数０人のところを，後に自然対数をとることを考えて

１人として計算しているからである（Merriman 1998：11）。これは，２．２．

２で説明したEhrlich（1975）による対数変換の際の０への対処方法である。

このことから，再現データでも，後に対数変換して回帰分析等を行う際に

は，同じように死刑執行数を１人に置き換えて計算をすることにする（80）。

　さらに，Merriman（1988）のデータにはいくつか不明確な点があるが，

それらも表３－２を確認することで明確にすることができる。一点目は，

Merriman（1988）でhomicide（殺人）と表現されているものの内容であ

る。これは，検挙率PCLや有罪率（検挙件数分母）PCCの計算に関係する。

第２章の秋葉（1993）の再現の場合と同様，⑴殺人罪，尊属殺人罪，強盗

殺人罪に当たる事件，⑵「殺人の罪」（刑法第２編第26章）に当たる事件，
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⑶殺人罪と尊属殺人罪に当たる事件の３通りが考えられる。表３－３の再

現データでは⑵の「殺人の罪」を採用しており，その結果，検挙率A2_K2

や有罪率Cm_A2についてはほぼMerriman（1988）と同じ数字となっている。

　二点目は，Merriman（1988 : 11）のnumber of juveniles punished for homicide 

in Family court（家裁で殺人で処罰された少年の人数）の内容である。こ

れは，有罪率（検挙件数分母）PCCや死刑執行率PEの計算に関係する。

表３－２の再現データでは，家裁で「殺人」により保護処分（81）となった

少年の人数だと考えてデータを構築している。実際に表３－２を見ると，

Merriman（1988）のデータと再現データで大部分の数字が一致しており，「家

裁で殺人で処罰された少年の人数」の内容はこの保護処分の人数と考えて

問題ないように思われる。
表３－２　Merriman（1988）のデータと再現データの比較

※　 太字になっている数字は再現データのうちMerriman（1988）と数字がずれているもので，
下線が引かれているものはそのうちずれが特に大きいものである。
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表３－３　Merriman（1988）の再現データの変数名と内容

表３－４　Merriman（1988）の再現データの記述統計

※期間は1957⊖82年，観測数は26。
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　こうしたことを考慮して構築した再現データの変数名が，表３－３に記

載されている。そして表３－４は，再現データのうち，回帰分析で使用す

る変数名とその記述統計を表したものである。

　表３－５が，表３－１の回帰分析を再現しようとしたものである。表３

－１と同様に，説明変数と被説明変数を対数変換している。また，表３

－１では誤差項の１階の系列相関への対処を行っていた。表３－５では，

そのような系列相関への対処を行っていない通常のOLSの結果と，Prais-

Winsten法という系列相関への対処を行った結果を記している。

　系列相関への対処方法については，Merriman（1988）では具体的にどの

ような方法を使用したか述べられていない。Cochrane-Orcutt法は，このよ

うな場合の最も初歩的な対処法の１つで，例えばEhrlich（1975 : 410）で

もこの方法が利用されている。しかし，この方法はデータのうち最初の１

期分を使用せずデータ数が減るため，特にデータ数が少ない場合には結果

がその影響を受けやすいという欠点がある（Wooldrige 2013 : 425）。その

点を改善したPrais-Winsten法の方がCochrane-Orcutt法よりも，特にサンプ

ルサイズが小さい場合には望ましいとされることが多いので，ここでも

Prais-Winsten法を採用している（82）。

　表３－５におけるρ̂は次のようなものである。仮に，回帰式をYt =α+βXt 

+ utとする。Xtが説明変数，Ytが被説明変数，utが誤差項である。この誤差

項utが１階の自己相関AR⑴を持つとする。すなわち，ut =ρut-1 + etと表さ

れるとする。ここでρが系列相関であり，etは平均０かつ均一分散で系列

相関がない誤差項だとする。このρの推定値が表３－５のρ̂である。

　表３－５を見ると，ρ̂の値はすべて正となっている。それに対して，表

３－１ではρ̂の値はすべて負である。表３－５のOLSを見るとわかるよう

に，DW比の値はすべて２より小さい。これまでに見た松村・竹内（1990）

や秋葉（1993）の分析結果やその再現データでの分析結果でも，DW比の

値はほとんどが２より小さかった。DW比は２よりかなり値が小さいとき

に正の系列相関があり，２よりかなり値が大きいときに負の系列相関があ
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ると判断される（83）。このことを鑑みると，再現データでのようにρ̂の値

が正になることが適切なように思われる（84）。

　表３－５の回帰係数について確認する。OLSでは，死刑執行率ln X_Cm

はモデル⑴～⑶のいずれでも統計的に有意ではない（85）。しかしこれらは

DW比が低く，系列相関の問題があると考えられる。

　表３－５のPrais-Winsten法の方では，死刑執行率ln X_Cmはモデル⑴⑵

では５%水準で，モデル⑶では10%水準で有意となっている。そして係数

は負となっており，抑止効果が確認されている。表３－１ではモデル⑴の

みが10%水準で有意だったが，この表３－５ではモデル⑵⑶でも有意であ

るという結果となった。

　表３－５のPrais-Winsten法と表３－１では，いくつかの変数について片

方で10%水準で有意だがもう片方では有意でないものがあるが，概ね有意

な変数は同じであり，各変数の係数の符号も同じとなった。特に，モデル

⑵で１人当たり実質GNEのln Gm_Nが有意で係数は負であるが，モデル⑶

では１人当たり実質GNE変化率LDGm_Nが有意で係数は⑵と違い正であ

る点や，モデル⑶でトレンド変数は有意で係数は負である点は，表３－１

と同様である。

３．２．２　変数を対数変換しない場合

　Merriman（1988）では松村・竹内（1990）や秋葉（1993）と違い説明変

数・被説明変数をそのまま使った線形の回帰分析は行わず，両者を対数変

換した回帰分析しか行っていない。そのため，線形の回帰分析ではどのよ

うな結果になるかを確認しておく。

　表３－６が線形の場合の結果である。OLSを行ったところ，DW比が

表３－６にあるようにかなり小さくなったので，表３－５と同様にPrais-

Winsten法を行った結果も記載している。

　死刑執行率X_Cmは，この場合はOLSでもモデル⑴～⑶で10%水準で有

意となった。Prais-Winsten法ではモデル⑴～⑶のいずれでも５%水準で有
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表３－５　Merriman（1988）再現データでの回帰分析

※１　括弧内はt値，期間は1957⊖82年，被説明変数はln K2_N（殺人発生率）。
※２　*p＜0.1，**p＜0.05，***p＜0.01。

表３－６　Merriman（1988）の再現データでの線形の回帰分析
 

※1　括弧内はt値，期間は1957⊖82年，被説明変数はln K2_N（殺人発生率）。
※2　*p＜0.1，**p＜0.05，***p＜0.01。
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意となった。そして係数は負となっており，抑止効果が確認されている。

　表３－５の対数の場合に見られなかった点としては，有罪率Cm_K2や

失業率U_Lがモデル⑴～⑶で有意になっているということがある。有罪率

Cm_K2の係数の符号は負なので有罪率が増えるほど殺人発生率が下がり，

失業率U_Lの符号は正なので失業率が増えるほど殺人発生率は上がるとい

うことになる。

３．３　分析の問題点

３．３．１　系列相関への対処

　Merriman（1988）の分析では，回帰分析における誤差項の系列相関（自

己相関）の問題については，一定の対処がなされている。もっとも，論文

中において「１階の自己相関の補正を行っている」（Merriman 1988 : 6）と

書かれているものの，その補正の方法がいかなるものであったのかが具体

的に記述されていない。その点は，分析の再現にとっては，大きな問題で

ある。

　また，そもそも誤差項に系列相関がなければ対処を行う必要はないが，

その点についての記述も見られないという問題がある。この点について表

３－５でOLSのDW比を算出しているが，すべて１%水準で有意であった

ので，系列相関への対処が必要となる。

　さらに，誤差項の２階以上の系列相関が存在する場合には，１階の系

列相関への対処では足りないので，この点も念のために確認しておく。

Breusch-Godfrey検定を行ったところ５%水準で有意になるモデルは存在せ

ず，この点は問題ないと思われる（86）。

３．３．２．多重共線性への対処

　多重共線性についても，Merriman（1988）の分析では対処がなされてい

る。Merriman（1988 : 8）において説明変数同士の相関係数を求めており，

タイム・トレンド（トレンド変数）と１人当たり実質GNEの自然対数の
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相関係数が１に近く非常に相関が高かった。表３－１でモデル⑵として，

モデル⑴からトレンド変数を外した分析もしている理由の１つは，この多

重共線性である。

　再現データで説明変数同士の相関を確認したのが表３－７である。これ

を見ても，トレンド変数TRENDと１人当たり実質GNEのln Gm_Nの相関係

数が0.974と非常に高くなっている。

　さらにVIFについて確認したのが表３－８である。これを見ると，モデ

ル⑴ではVIFが10を超えるものが複数あり多重共線性が発生している可能

性が高い。それに対して，モデル⑵⑶ではVIFが10を超える変数はなくなっ

ている。ただし，VIFが５を超える変数は残っており，多重共線性の可能

性がまったくなくなったわけではないという問題はある。

表３－８　Merriman（1988）の再現データでのVIF

※期間は1957⊖82年，観測数は26，被説明変数はln K2_N（殺人発生率）。

表３－７　Merriman（1988）の再現データでの説明変数同士の相関

※期間は1957⊖82年，観測数は26。
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３．３．３．説明変数の内生性

　説明変数の内生性の問題については，Merriman（1988）では一定の対処

がなされている。そこで取られている方法は，Hausman検定（Durbin-Wu-

Hausman検定）と呼ばれるものである。

　これは，内生性の問題が本当にあるか否かに関する検定である。内生

性の問題への対処として二段階最小２乗法（2SLS）や操作変数（説明変

数とは相関を持つが元の式の誤差項とは相関を持たない変数）を利用す

る方法があるが，内生性の問題がない場合にはこれらの方法での推定量

はOLSよりも標準誤差が大きくなりやすく，効率性が悪い（87）（Wooldridge 

2013 : 534）。そのため，内生性の問題があるか否かを検定によって確かめ

ておくことが有用であり，その方法がHausman検定である（88）。

　Merriman（1988 : 12－13）ではこのHausman検定の方法が解説されてい

る。内生変数であるか否か検定している変数は有罪率である。Merriman 

（1988 : 13）は，検定の結果，有罪率が外生変数だとしている。

　再現データで表３－５のモデル⑴について，このHausman検定を行って

みる。まず，内生変数であるか否か確かめる変数は，有罪率ln Cm_K2で

あるとする。そして，モデル⑴の残りの説明変数である死刑執行率ln X_

Cm，失業率ln U_L，１人当たり実質GNEの ln Gm_N，労働力人口率ln L_N，

トレンド変数TREND，20代人口率ln N2029_Nはすべて外生変数であると

する。また，被説明変数である殺人発生率のラグ付き変数ln K2_N-1，トレ

ンド以外のすべての説明変数のラグ付き変数（89） ln Cm_K2-1，ln X_Cm-1，ln 

U_L-1，ln Gm_N-1，ln L_N-1，ln N2029_N-1を操作変数とする（90）。また，千

人当たり登録車両台数ln V_N，総人口ln N，15 ～ 24歳人口率ln N1524_Nも

操作変数とする。これらの操作変数は，死刑の抑止効果に関する他国の先

行研究（Avio 1979 ;  Layson 1983）で使用されたものを基にしている。15

～ 24歳人口という変数は若い人々に殺人罪を科すことへの裁判所や検察

のためらいを反映して，有罪率に負の影響を持ちうるとされている（Layson 

1983 : 69）。総人口という変数は，人口が増加することにより犯罪者を特
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定し逮捕し有罪とすることが難しくなる（秋葉1993 : 283）ことなどから，

有罪率に負の影響を持ちうるとされている。また，千人当たり登録車両台

数という変数は，交通関係の事件が増えてそちらに刑事司法の資源を投入

しなければならなくなることにより，有罪率に負の影響を持ちうるとされ

ている（Avio 1979 : 659 ;  Layson 1983 : 69）。

　まず，内生変数か否か確かめる変数であるln Cm_K2について，すべて

の外生変数と操作変数を説明変数として回帰式を作る。回帰式は下のよう

になる（最後のuは誤差項である）。

ln C m_K2 = b0 + b1 ln X_Cm + b2 ln U_L + b3 ln Gm_N + b4 ln L_N + b5 

TREND+ b6 ln N2029_N + b7 ln K2_N-1 + b8 ln Cm_K2-1 + b9 ln X_Cm-1 + b10 

ln U_L-1 + b11 ln Gm_N-1 + b12 ln L_N-1 + b13 ln N2029_N-1 + b14 ln V_N + b15 

ln N + b16 ln N1524_N + u ...................................................................................... （３－１）

　この回帰式をOLSで推計し，残差ûを導出する。そして，元のモデル⑴

の回帰式に残差ûを説明変数として加えた下のような回帰式を作る。

ln K 2_N = a0 + a1 ln Cm_K2 + a2 ln X_Cm + a3 ln U_L + a4 ln Gm_N + a5 ln L_N 

+ a6 TREND+ a7 ln N2029_N + a8 û + v ............................................................ （３－２）

　この回帰式をOLSで推計し，残差ûの回帰係数a8の値が０であるという

帰無仮説を検定する（91）。そして帰無仮説が棄却されなければ，ln Cm_K2

を外生変数としてモデル⑴をOLSで推計してよいと判断する。

　モデル⑴についてこの検定を行う（92）と，有意水準５%で帰無仮説は棄却

されず（93），OLSで推計して問題ないということができる（94）。

　またMerriman（1988 : 13）は死刑執行率が内生変数の可能性があるた

め，（３－１）と（３－２）の回帰式から死刑執行率の変数を除いたうえ

でHausman検定を行うということもしている（95）。そしてその場合も，検定
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の結果，有罪率が外生変数だとしている。この場合でも再現データでモデ

ル⑴について同様のことを行うと，有意水準５%で帰無仮説は棄却されな

い（96）。

３．３．４　単位根の存在

　Merriman（1988）においても，単位根の有無は検討されていない。そこ

で，再現データにおいて単位根検定を行う（97）。

　表３－９は，Merriman（1988）の再現データの各変数について，ADF検

定（帰無仮説は「データには単位根がある」）を行った結果である（98）。こ

れを見ると，どの変数も少なくとも１つのモデルで帰無仮説が棄却されず，

単位根の存在が疑われる。

　また，表３－10は，KPSS検定（帰無仮説は「データには単位根がない」）

を行った結果である（99）。これを見ると，どの変数も少なくとも１つのモ

デルで帰無仮説が棄却され，単位根が存在しそうである。

　以上から，Merriman（1988）の各変数には単位根が存在する可能性があり，

回帰分析により正しい結果が得られるとは限らない，という問題がある。

３．３．５　データの問題

　Merriman（1988）においても，説明変数や被説明変数の選択などについ

て，若干の問題がある。

表３－９　Merriman（1988）の再現データのADF検定

※ *p＜0.1，**p＜0.05，***p＜0.01。
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表３－10　Merriman（1988）の再現データのKPSS検定

※ *p＜0.1，**p＜0.05，***p＜0.01。

　第一に，有罪率や死刑執行率の計算で用いている有罪者数の計算方法で

ある。表３－３を見るとわかるように，この研究では14歳未満の少年を意

識的に有罪者数の中に含めている（Merriman 1988 : 11）。これは殺人発生

率の計算に用いられている総人口に14歳以下が含まれていることと平仄を

合わせたのだと思われる。

　この点，松村・竹内（1990）では逆に総人口から14歳未満を除くことで

対応していた。殺人認知件数には基本的に14歳未満が含まれていない（100）

ことを鑑みれば，松村・竹内（1990）の処理の方が，適切であるように思

われる。

　第二に，労働力人口率を用いているが，これはMerriman（1988 : 12）に

よれば，総人口のうち労働力人口の占める割合となっている。しかし，労

働力調査（そしてMerriman 1988の参照している『日本統計年鑑』（101）でも）

では「労働力人口比率」は15歳以上人口に占める労働力人口の割合であ

る（102）。また，Merriman（1988）の基になっている米国のEhrlich（1975）

の分析でも労働力人口率（labor force participation rate）を用いているが，

それは16歳以上人口に占める割合となっている（Ehrlich 1975 : 408）。なぜ

総人口に占める割合を採用したのかについて，Merriman（1988）では説明

がない（103）。

　そして，総人口に占める割合にするか，15歳以上人口に占める割合にす
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るかで結果に影響が出うる。ここでは，説明変数同士の相関係数に注目し

てみる。表３－７では総人口に占める労働人口の率であるln L_Nの相関係

数が示されており，これは他の説明変数との相関は多重共線性が心配され

るほどは高くない。これに対して，15歳以上人口に占める労働人口の率を

ln L_N15とすると，この変数は１人当たり実質GNEであるln Gm_Nとの相

関係数が-0.960，トレンド変数TRENDとの相関係数が-0.947と非常に高く

なる。

　第三に，Merriman（1988）では20代人口率を用いているが，松村・竹内

（1990）では20代男性人口率M2029_Nを用いていた。Merriman（1988）も

本来はLayson（1983 : 60）に合わせて20代男性人口率を用いたかったよう

であるが，彼が手に入れられたデータの限界からこのようになっている。

彼は，20代の男性と女性の比率は日本では時間の経過でそれほど変わって

いないため，20代男性人口率が使えないことで大きな影響はないとしてい

る（Merriman 1980 : 14）。これについては，20代人口率N2029_Nと20代男

性人口率M2029_Nの間の相関係数は0.999とほぼ１であり，また説明変数

同士の相関係数を見てみると，20代人口率N2029_Nでも20代男性人口率

M2029_Nでも他の説明変数との相関係数はほぼ変わらない（104）ことから，

Merriman（1988）の論は少なくとも一定の妥当性があると思われる。

おわりに

　本稿では，松村・竹内（1990），秋葉（1993），Merriman（1988）という，

日本の死刑の抑止効果についての３つの先行研究の計量分析の再検討を

行った。これらの計量分析は，いずれもBeckerによる経済学的なモデルや

Ehrlichによる計量経済学的なモデルを基にした回帰分析を行っているが，

死刑の抑止効果に関する分析の結果は異なるものとなっている。すなわち，

松村・竹内（1990）の研究では死刑に関する変数は殺人発生率に統計的に

有意な効果を与えないという結果となり，秋葉（1993）やMerriman（1988）
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の研究では統計的に有意な効果を与えるという結果となっている。

　本稿では，これら３つの研究で用いていると思われる公的統計のデータ

を再収集して，各研究の計量分析を再現するという方法で再検討を行った。

その結果，秋葉（1993）で死刑に関する変数とされていた「死刑確率」と

は死刑執行率である可能性が高いことがわかった。よって，死刑言渡し率

を用いる松村・竹内（1990）では死刑に関する変数は殺人発生率に有意な

効果を与えず，死刑執行率を用いる秋葉（1993）やMerriman（1988）では

有意な影響を与えるということになる。すなわち，これら３つの先行研究

において，死刑に関する変数が有意な影響を持つか否かは，用いているの

が死刑言渡し率か死刑執行率かによる。

　このことは，これらの先行研究自体では意識されていなかった事実であ

る。ただしこの事実は，一つの疑問をもたらす。松村・竹内（1990 : 104）

が指摘していたように，日本では死刑の執行は秘密裡に行われ可視性が低

い。1998年までは，死刑執行の事実およびその人数さえ公表されていな

かった。このことが松村・竹内（1990）が死刑執行率ではなく死刑言渡し

率を説明変数に選んだ理由だった。しかし実際には，死刑言渡し率ではな

く死刑執行率が有意になるというのが，３つの研究の結果だった。もしも

この結果に意味があるとすれば，秘密裡に行われている死刑の執行の傾向

をいかにして人々が知覚して，犯罪を行うことを思いとどまっているので

あろうか。死刑の抑止効果に関するこれまでの様々な統計的研究をまとめ

たNagin and Pepper（2012 : 5－6）が指摘しているように，既存の死刑の抑

止効果に関する計量分析には，死刑の執行などに関する傾向を人々がいか

に知覚しているのか，それがどのようにして人々の行動に影響を与えるこ

とになっているのかといったことについての知見が不足している。この点

についての研究が必要であると思われる。

　また，３つの先行研究には，ほぼ共通する分析手法上の問題があった。

系列相関，多重共線性，説明変数の内生性，単位根の存在である。これら

の問題に部分的に対処しているものもあるが，いずれの研究も完全に対処
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できているわけではない。今後の研究ではこうした分析手法上の問題に対

処していくことも求められるであろう。

　データ上の問題もあった。長期にわたる時系列データの場合，途中で測

定の仕方が変わることなどによってデータの接続性に問題が出ることがあ

る。実際そうしたデータを使って分析している先行研究も存在した。そう

したデータを使う場合には，注意が必要であろう。また，Ehrlichの計量経

済学的なモデルに基づいているといっても，例えば，殺人発生率は14歳以

上人口で割って算出するのか総人口で割って算出するのか，労働人口率は

15歳以上人口で割って算出するのか総人口で割って算出するのかなど，ど

のような変数を用いるかについては研究者による選択の余地がかなりあ

る。こうした選択によって結果が左右されないことを可能な限り確かめて

おくことが必要であろう。

　また，ここで意味しているところは，死刑制度が存続していることを前

提に，死刑言渡し率や死刑執行率が１単位増えた場合に，殺人発生率がど

れだけ増減するか，ということであるということも注意が必要である。す

なわち，死刑制度自体が廃止された場合に殺人発生率にどのような影響が

生じるかということは，死刑制度が存続していることを前提にした，死刑

言渡し率や死刑執行率の変化の影響とは異なる可能性がある。そうだとす

れば，本稿で見てきたような種類の死刑の抑止効果に関する計量分析の結

果を，死刑制度の廃止の是非の議論にそのまま利用することには慎重にな

らなければならないだろう。

　データの計量分析は，それが他の者による再現による検証が可能であ

る，ということが利点の一つとしてよく挙げられる。現実には，再現とい

う作業はどちらかと言えば軽く見られ，それほど頻繁には行われない傾向

もある。しかし最近でも，例えば国家債務についての著名な研究である

Reinhart and Rogoff（2010）についてデータ分析の再現を行い，問題点を

発見して指摘した研究が話題になった（Herndon, Ash, and Pollin 2014）。こ

のように，再現という作業は，時に重要な点や既存の研究の問題点の発見
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などにつながるものにもなりうる。より広く，計量分析の再現が行われて

いくことが望まれる。

【付記】本稿は科学研究費補助金・若手研究（課題番号19K13484），基盤

研究C（課題番号18K01221），基盤研究B（課題番号18H00802）による研

究成果の一部である。本稿の内容の一部は，2019年度日本応用経済学会秋

季大会，第14回法と経済学会全国大会（2016年）で報告した。討論者を務

め有益なコメントをくださった野村友和（大阪経済大学），村松幹二（駒

澤大学）両先生に御礼申し上げます。
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（１）なお，本稿では，こうした死刑についての規範的な議論は行わず，あくまで
過去に行われた３つの計量分析の再検討を行うにとどまるものである。

（２）ただし，例えば浜井（2011：317）は，20 ～ 30年の歴史しかない多変量解析
など最先端の統計手法を用いた結果のみでは，人々の信仰ともいえる考え方
にはあまり影響を与えられないかもしれないということを指摘している。

（３）さらにその後，Ehrlichは米国の横断的データ（クロスセクションデータ）を
用いた研究も行っている。Ehrlich（1977）参照。

（４）そのようなメタ分析としてYang and Lester（2008），Dölling et al.（2009），
Gerritzen and Kirchgässner（2016）がある。

（５）これらの分析については，中島（2011）でも触れられている。
（６）「統計的に有意な効果を持たない」ということの意味に注意する。これは，

帰無仮説「死刑に関する変数の回帰係数が０である」が棄却できないことを
意味するにすぎない。つまり，「死刑に関する変数の回帰係数が０である」
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ことが示されているわけではなく，「死刑に関する変数の回帰係数が０であ
る」可能性が否定できないというだけである。これは，統計的検定の持つ限
界であるとともに，誤解しやすい点でもあるので注意が必要である。死刑の
抑止効果に関するこれまでの様々な統計的研究をまとめたNagin and Pepper

（2012：3）も，「統計的検定のロジックの基本的なポイントは，帰無仮説が
棄却できないということは帰無仮説が正しいということを意味するものでは
ないということである」と強調している。

（７）したがって，より良いデータや統計分析の手法が存在するか否かということ
は検討の対象とはしない。これらの点については，最近，以下の注目すべ
き研究が出ているので，そちらを参照。すなわち，村松ほか（2017）および
Muramatsu et al.（2018）では，1990年から2010年までの日本における死刑判
決等が殺人や強盗殺人に与える影響を月次データを用いて構造化ベクトル自
己回帰分析（SVAR）で分析した，新しい計量分析が行われている。

（８）後に見るように，英語で発表されたものとしては，これより前にMerriman 

（1988）がある。
（９）松村（1987）を基にしている。より詳しくは秋葉（1993）などを参照。
（10）刑法第41条において「14歳に満たない者の行為は，罰しない」と規定されて

いる。ただし，14歳以上でも，罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては，
死刑をもって処断すべき時は，無期刑を科する（少年法第51条）こととなっ
ていることにも注意する。

（11）嬰児殺は刑法上，第199条の殺人罪から独立した罪名として存在しているわ
けではないが，『犯罪統計書』や『司法統計年報』では独立した項目として
記載されている。松村・竹内（1990：108）参照。

（12）検挙率は，検挙件数を認知件数で割った百分率である。ただし，検挙件数に
は，前年以前に認知された事件を検挙したものも含むため，検挙率は100%を
超えることがあることに注意する必要がある（浜井編2013：110）。実際，例
えば2017年（平成29年）の殺人の罪は，『平成30年版犯罪白書』によれば認
知件数は920件，検挙件数は930件で，検挙率は930/920×100≒101.19%とな
り100%を超えている。

（13）これは，Ehrlich（1973）のモデルに従っており，貧困者が富裕者を殺し，被
害者の財産が加害者に移転するという考え方になっている。この想定はそれ
自体として本当に妥当か問題であるが，ここではその妥当性は問わないと松
村・竹内（1990：107）は述べている。

（14）ここでいう高等教育在学者は『文部統計要覧』に記載されている，大学（大
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学院を含む），短期大学，国立養護教諭養成所，国立工業教員養成所及び高
等専門学校（４，５年生）の在学者の合計数のことである。

（15）森（2016）からデータを見直したりデータ自体が新しくなったりしているた
め，再現の数値が変化している。例えば，実質実収入について本稿では2015
年の値が100になるような指数化をしているが，森（2016：18）では2010年
が規準年だった（松村・竹内1990では1985年が基準年である）。こうした変
更はあるが，基本的な分析結果自体には変化はない。

（16）現在では多くのデータがインターネット上で公開されるようになっているの
で，それも利用してデータの収集を行った。各変数の詳しい出典については，
森（2016）のAppendixおよびhttp://park18.wakwak.com/~mdai/data.html（公表予
定）を参照。

（17）再現データの変数名は，元の分析（表１－１）の変数名と変えてある。
（18）本稿の計量分析は，検証が容易なように，フリーソフトのRを用いて行った。

用いたRのバージョンはR 3.6.1である。Rでの分析については，Kleiber and 

Zeileis（2008），福地・伊藤（2011），Heiss（2016），秋山（2018）などを参
照。また，Rによって計量分析の再現可能性を高める方法について解説した
高橋（2018）も参照。本稿の計量分析に関するRのスクリプトはhttp://park18.

wakwak.com/~mdai/data.html（公表予定）を参照。
（19）このような批判として例えばBowers and Pierce（1975：199–200），Donohue 

and Wolfers（2009：253）も参照。
（20）つまり前年の死刑言渡し率で，S1_C1-1=前年のS1／前年のC1×100である。
（21）他にも，OLSには，誤差項の分散が均一であることなどの前提がある。しか

し，誤差項の分散の均一性については，再現データでBreusch-Pagan検定を行っ
たところ，５%水準で帰無仮説「誤差項の分散が均一である」が棄却されず，
問題は少ないと思われる。

（22）この点については，Finkelstein（2009：158–159），Wooldridge（2013：413-
414），秋山（2018：108-112）などを参照。

（23）秋山（2018：116）によれば，実際の経済現象では，系列相関（自己相関）
のある場合のほとんどは正の系列相関であるため，このように片側検定で行
うことが多い。RでDW比を計算するlmtestパッケージのdwtestコマンドでも，
デフォルトは片側検定である。

（24）DW比については，説明変数の数とサンプルサイズに応じて臨界値の上限dU

と下限dLが与えられ，正の系列相関についての片側検定を行う場合（DW比
の値はdとする），d<dLなら帰無仮説を棄却し，dU <dなら帰無仮説を棄却せ
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ず，dL <d<dUの場合は非決定というのがよく用いられる判断方法である。例
えば松浦・マッケンジー（2012：115）参照。しかしこの方法では「非決定」
という場合が残ることなどから，DW比の検定方法が様々に考案されてい
る。統計ソフトの中にはこれらを利用してDW比のp値を算出するものもある。
Wooldridge（2013：419）参照。実際，Rのlmtestパッケージのdwtestコマンド
でも，panアルゴリズムと呼ばれる方法でDW比のp値を算出しており（Hothorn 

et al. 2019：15），本稿ではそれを利用している。
（25）松浦・マッケンジー（2012：81）によれば，１．多重共線性を発生させてい

る２変数が統計的有意とならないときに一方を落として再推定すると有意に
なる場合がある，２．サンプルを増減すると推定値が大きく変化する，３．
説明変数を入れ替えると推定値が大きく異なる（ときには正負の符号が逆転
することがある）といった現象が起こる。

（26）ただし，「多重共線関係の尺度としていくつかの指標が提案されているが，
一致した見解は得られていないのが実情」（松浦・マッケンジー 2012：82）
としているものもある。Wooldridge （2013：98）も参照。

（27）より正確には，推定値が一致性（consistency）を持たなくなる（Wooldridge 

2013：557）。
（28）あくまで大雑把な説明であることに注意する必要がある。詳しい説明は

Hamilton（1994：435-444），沖本（2010：104-111），松浦・マッケンジー（2012：
263-267）などを参照。

（29）より正確に言えば弱定常過程で，この過程は平均，分散，自己相関が一定と
いう性質を持つ。

（30）この現象はGranger and Newbold（1974）で指摘されたものである。田中（2004：
75），山澤（2004：182），沖本（2010：127）なども参照。

（31）DF検定（Dickey-Fuller検定）は，Δyt が階差（yt - yt-1）を表すとしたとき，ト
レンド項と定数項の両方の付いたモデルΔyt = a + b t + c yt-1 + ut，定数項のみ
付いたモデルΔyt = a + c yt-1 + ut，どちらの項も付いていないモデルΔyt = c yt-1 

+ utの３つがある。これらの式において，c = 0のとき単位根があると判断さ
れる。そして，ADF検定はこのDF検定の各モデルの説明変数に，被説明変数
Δytのラグを付け加えたものであり，例えばトレンド項も定数項も付いていな
いモデルでは，Δyt = c yt-1 + d1Δyt-1 + d2Δyt-2 + … + dpΔyt-p + utとなる。山澤（2004：
174-180），松浦・マッケンジー（2012：269-272）などを参照。

（32）前注の各モデルの式において，c = 0である（単位根がある）という帰無仮説
を検定し，これが棄却されるとき単位根はないと判断され，棄却されないと
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きは単位根の存在は否定できないと考える。
（33）したがって，この検定では単位根の存在をはっきりと結論付けるまではいか

ないことに注意が必要である。
（34）Rでの単位根検定については，福地・伊藤（2011）やPfaff（2008）を参照。また，

Lupi（2009）も参照。
（35）表１－８中の「ラグ」は，注31のADF検定の各モデルにおける被説明変数Δyt

のラグの次数である。ラグが０の場合は，被説明変数Δytのラグが存在しない
ことを表し，DF検定を行っていることに相当する。ここではラグ次数の最大
値を４とし，MAIC（修正赤池情報量規準）に基づいてラグ次数を選択して
いる。

（36）ラグ次数は４×4　 T×100としている（Tはサンプルサイズの値）。
（37）ここからさらに共和分の存在を検定したりしていくことになる。それについ

ては，紙幅の関係もあり，別稿で取り扱うことにする。
（38）この点，次に見る秋葉（1993）と比べ，再現データの構築が非常にしやすく，

再現の観点からは大きな長所である。
（39）関連して，松村・竹内（1990）のデータの期間内では問題にならないが，よ

り近年の死刑に関するデータを分析する際に問題になることがある。それ
は，1999年（平成11年）から司法統計年報の記載が大幅に簡略化され（浜井
編2013：218），一部のデータはそれ以後取れなくなってしまったということ
である。例えば，「殺人の罪」の中の内訳，つまり殺人，殺人予備，尊属殺，
自殺関与および同意殺人で有罪になった者が何人かが1998年まではわかった
が，それ以降は「殺人の罪」全体しかわからなくなった。また，強盗致死罪
も「強盗致死傷の罪」の中にまとめられてしまい，強盗致死罪のみでの有罪
人数がこれ以降わからなくなった。なぜこうした簡略化を行ったのかという
理由については，特に説明はされておらず不明である。

（40）この点については，『犯罪統計書』『犯罪白書』などにも注記がある。例えば，『犯
罪統計書 昭和38年』の３頁の注記，『平成30年版 犯罪白書』の「資料１－
２　刑法犯 認知件数・検挙件数・検挙人員（罪名別）」<http://hakusyo1.moj.

go.jp/jp/65/nfm/excel/shiryo1-02.xlsx>（最終アクセス2019年11月30日）の注記
を参照。

（41）例えば，『家計調査年報』（平成元年）106頁の注記を参照。
（42）「調査結果過去に作成していた結果表（二人以上の世帯）」<http://www.stat.

go.jp/data/kakei/longtime/index2.html>（最終アクセス2019年11月30日）の「２． 
農林漁家世帯を除く結果」を参照。
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（43）1973年（昭和48年）に尊属殺人の重罰規定が違憲となったが，その後も1995
年（平成７年）の刑法改正での正式な撤廃までは，尊属殺人罪は殺人罪とは
別にカウントされていた。

（44）故意の場合を強盗殺人，そうでない場合を強盗致死と呼ぶが，条文は同じ刑
法240条で，刑も死刑または無期懲役で同じである。

（45）これは元のデータ（『犯罪統計書』『犯罪』）において未遂を含む数しか示
されていないためである。『平成30年版　犯罪白書』の「凡例」<http://

hakusyo1.moj.go.jp/jp/65/nfm/n65_1_2_0_0_0.html>（最終アクセス2019年11月
30日）や浜井編（2013：109）も参照。

（46）もっとも，抑止されない犯罪が被説明変数に含まれることは，分析に影響し
ないという指摘もある。Dezhbakhsh et al. （2003：355-356）は，「激情でなさ
れる殺人などは意図的なものでないのだから抑止できないので，被説明変数
の殺人発生率からこうした抑止できない犯罪は除く必要がある」という，犯
罪の経済分析への批判に対し，抑止できない犯罪が被説明変数に含まれるこ
とは少なくとも計量経済学の理論的には分析に影響を与えないことを示して
いる。

（47）実際，村松ほか（2017）では，殺人罪と強盗殺人罪を分けて分析している。
分析の結果は，死刑判決や死刑執行の抑止効果はどちらの犯罪にも見られな
いが，失業率や法改正に関するダミー変数など他の変数の効果は異なる場合
がある，というものだった。

（48）ただし，1998年11月からは，死刑執行の当日に死刑執行の事実およびそ
の人数が公表されるようになり，2007年12月からは，死刑執行の当日に
執行を受けた者の氏名・生年月日・犯罪事実および執行場所が公表される
ようになった。「死刑に関する情報公開について」<http://www.moj.go.jp/

content/000096614.pdf>（最終アクセス2019年11月30日）参照。
（49）ただし後に説明するように，秋葉（1993）では死刑言渡し率を用いているの

か死刑執行率を用いているのか明確でなく，再現データによる分析結果から
推測すると死刑執行率を用いていた，と言えるのみである。

（50）Nagin and Pepper（2012：4）も，死刑の抑止効果に関する問題は，他に用意
されている刑罰の抑止効果と比較して，死刑に追加的な抑止効果があるかと
いう，死刑と他の刑罰の差の（differential）効果の問題であるので，他の刑
罰に関する変数も考慮すべきであるとしている。村松ほか（2017：168）も
参照。

（51）なぜ異なる変数を用いたのかについて詳しい説明は，秋葉（1993）ではなさ
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れていない。
（52）この範囲の定め方だと，本来死刑にならない犯罪まで含まれてしまう。しか

し，秋葉（1993：5）に載っている表などでは「殺人」はこの定義に従って
いるように見受けられるので，この範囲で分析された可能性もあると考えら
れる。また，犯罪白書などでもこの用語の用い方に近い。

（53）実際，秋葉（1993：275）では死刑執行数のデータが掲載されている。
（54）1960年から５年ごとに「農業センサス」（2005年以降は農林業センサス）が

行われている。
（55）例えば，1965年の数字が欠けている場合に，1964年の数字と1966年の数字を

足して２で割った数字が1965年の数字だとする方法である。
（56）森（2016）からデータを見直したりデータ自体が新しくなったりしているた

め，再現の数値が変化している。特に，説明変数のうち１人当たりGDPを森
（2016）では１人当たり名目GDP（本稿のG2_N）としていたのを，本稿では
１人当たり実質GDP（本稿のG1_N）を中心とし，また，農村地域人口率を
森（2016）では本稿でいうところのF3_Nを中心としていたのに対し，本稿で
はF1_Nを中心としているという違いがある。

（57）森（2016）では１人当たり名目GDPとして分析を行っていた。
（58）加えて，秋葉（1993：275）で日本の死刑執行数のデータを掲載しているの

に対し，死刑言渡し者数のデータには言及がないことも，秋葉（1993）が死
刑執行率の方を用いている可能性が高い根拠として挙げることができる。

（59）米国では1968年から1976年までは死刑執行が一時的に停止されている。その
間の1972年にFurman v. Georgiaで連邦最高裁が死刑を違憲としたが，1976年
のGregg v. Georgiaでは死刑を合憲とし，その翌年から死刑執行が再開された。

（60）１．２．２で見た松村・竹内（1990）における「線形ラグ」は「S1_C1-1=前年の
S1/前年のC1×100」と分子も分母も前年の値を使っていたのに対し，ここで
のものは「A2_（K2-1）=A2/前年のK2×100」と分母のみ前年の値を使っている。

（61）例えば，1977年から2016年までで，全米で平均して年に35.7人の死刑執行が
なされている。Bureau of Justice Statistics（2019）“Prisoners executed under civil 

authority in the United States, by year, region, and jurisdiction, 1977-2017”<https://

www.bjs.gov/content/data/exest.csv>（最終アクセス2019年11月30日）。
（62）前注と同じ1977年から2016年まででは，平均して年に3.3人である。また，秋

葉（1993）のデータの範囲（1960年から1986年）の場合は，平均して年に
10.8人である。

（63）本文以外の方法として，Layson（1986：594）が行っているように他の年の
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死刑執行率を対数変換した値を調べ，それらよりも小さな値を設定するとい
う方法もありうる。またLayson（1983，1985）はベイジアン的なアプローチ
を用いている。

（64）対数変換におけるゼロへの対処法として通常教科書などに記載されているの
はこちらである。例えばHowell（2010：340），Wooldridge（2013：193）を参照。

（65）他方で，不均一分散については，例えば表２－５についてBreusch-Pagan検定
を行ったところ，モデル⑴～⑶のいずれにおいても５%水準で帰無仮説「誤
差項の分散が均一である」が棄却されず，問題は少ないと思われる。

（66）紙幅の関係で，検挙率，有罪率，死刑執行率の算出における殺人事件は「殺
人の罪」に当たる事件であると仮定し，１人当たりGDPは実質の数字である
とし，農村地域人口率は欠けたデータを農業センサスで補った変数を使用し
たもののみを記載している。

（67）ステップワイズ法やその手法の問題点については，例えばFinkelstein（2009：
145-146），Wooldridge（2013：686）などを参照。

（68）さらに加えて言えば，秋葉（1993）と再現データのいずれの結果でもDW比
がかなり小さくなっており，系列相関が存在している可能性があるという問
題がある。

（69）１．３．４と同様に，ラグ次数の最大値を４とし，MAICに基づいてラグ次数
を選択している。

（70）１．３．４と同様に，ラグ次数は４×４　T×100　である。
（71）米国の死刑の抑止効果の分析でも似たような問題が指摘されている。例えば，

Donohue and Wolfers（2009：249）を参照。
（72）筆者も森（2016）を執筆した段階ではこの研究の存在に気づかず，その後死

刑の抑止効果研究についてのメタ分析の論文に当たって初めて気づいた。
（73）一部の分析では1934年から1982年のデータを用いているが，その分析では死

刑執行率は用いていない。
（74）このうちどれがより適切かは非常に難しい問題である。代理する変数と意味

的に一番近いと考えられるのはどれかといった要素だけでなく，いずれがよ
り長期間にわたって利用できるデータか，測定方法が度々変わるといったこ
とがなく安定して利用できるデータか，といったことも重要な選択要素と考
えられる。その点，１人当たり実質GNEは現在では既に継続的に測定された
公開データが見当たらず，少なくとも現在では最良の代理変数とは言えない
ように思われる。

（75）そのことと関連して有罪率も，有罪者数を検挙件数で割るという通常の計算
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によるものではなく，有罪者数を認知件数で割ったものを用いている。
（76）Merriman（1988：8）ではt値は絶対値で記載されているが，表３－１では他

に合わせて符号をつけている。
（77）X-1からXへの変化率は通常は（X-X-1）/ X-1で表されるが，対数の場合には変

化率はln （X/X-1） = ln X - ln X-1，すなわち対数の階差で表される。
（78）Merriman（1988）の分析では基本的に，有罪率は有罪者数を殺人認知件数で

割ったものを用いている（表３－３参照）が，このMerriman（1988：4）の
表の部分のみは有罪者数を検挙件数で割ったものを用いているので，このよ
うに記述している。

（79）すなわち，1965年のCmは本来はCm=（「殺人の罪」の有罪人数+家裁で「殺人」
により保護処分 となった少年の人数）/「殺人の罪」の検挙件数=（1272+127）
/2228≒0.628であるところ，（1301+127）/2228≒0.641と計算されてしまって
いるのではないかと思われる。

（80）ただし，対数変換時における０への対処法としては，すべての年の死刑執行
数に１を加えたうえで対数変換するという方法もあり，日本の場合，この方
法の方が適切ではないかということは，２．２．２で述べたとおりである。

（81）司法統計年報では，保護処分は，保護観察，児童自立支援施設または児童養
護施設へ送致，少年院へ送致の三つから成っている。他の決定としては，検
察官へ送致などがあるが，この場合は地裁で有罪か否か決定されるので，「『殺
人の罪』による通常第一審事件での有罪者数」の方に最終的に含まれること
になる。そのため，検察官へ送致は，「『殺人の罪』による通常第一審事件で
の有罪者数」に足し算する「家裁で殺人で罰されたとなった少年の人数」か
らは除かれていると思われる。

（82）より正確に言えば，繰り返しPrais-Winsten法を用いている。
（83）DW比の値は２（１-ρ̂）で近似される。例えば山澤（2004：36），松浦・マッ

ケンジー（2012：114），Wooldridge（2013：419）参照。
（84）もっとも，前述したようにMerriman（1988）がいかなる方法でρ̂を求めてい

るのかは説明されていないので，確かなことは言えないことに注意する必要
がある。

（85）２．２．２の秋葉（1993）でも説明変数と被説明変数を対数変換した場合の
OLSでは，死刑執行率は有意とはならなかった。

（86）２階までの系列相関が存在するかを検定したところ，モデル⑴はLM = 5.573 

（p = 0.062），⑵はLM =4.058 （p =0.132），⑶はLM = 5.359 （p =0.069）となった
（LMは検定統計量）。
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（87）その他，2SLSでは多重共線性がOLSより深刻になりやすいなどの問題もある。
Wooldridge（2013：530）参照。

（88）Hausman検定一般については，例えばWooldridge（2013：534-535），松浦・マッ
ケンジー（2012：188-190）などを参照。

（89）ただし，説明変数のうち内生変数であるln Cm_K2のラグ付き変数は，操作変
数に含めるべきでないという見解もある。この点については後に検討する。

（90）時系列データの場合，説明変数のラグ付き変数がしばしば操作変数として用
いられる。例えば山澤（2004：86）参照。説明変数のラグ付き変数は元の説
明変数と相関を持つ一方，元の説明変数が外生変数で誤差項と相関を持たな
いと考えられているのでラグ付き変数も誤差項と相関を持ちにくいと考えら
れる。そのため，操作変数として適切だと考えられるのでしばしば用いられ
るのである。

（91）通常の回帰係数のt検定で判断すればよい。ただし，複数の変数が内生変数
であるか否かを同時に確かめる際にはWald検定を用いる。その関係で，１つ
の変数が内生変数であるか否かを確かめる際にもWald検定を用いることもあ
る。

（92）Rでは，本文の説明の順序で，（３－１）の回帰式をlmコマンドでOLS推計し
て残差ûを求め，モデル（１）にその残差ûを説明変数として加えた（３－２）
の回帰式をlmコマンドでOLS推計して，回帰係数のt検定の欄を確かめればよ
い。あるいは，AERパッケージ（Kleiber and Zeileis 2008）のiv_regコマンド
を用いて操作変数法で推計した場合には，Hausman検定が自動で行われる。
その際にはWald検定が行われF値が表示される。

（93）残差ûの回帰係数のt値-1.597，Wald検定のF値2.551でp値0.130となる。なお，
Merriman（1988：13）では誤差項の１階の系列相関の処理も行ったとされて
いるが，具体的にどのような方法で行ったかは記述されていない。仮に回帰
式（３－２）をOLS推計する際にPrais-Winsten法を使用したものとすると，
残差ûの回帰係数のt値-1.438でp値0.170となる。なお，例えばWooldridge （2013：
540）において，2SLSでOLSと同様にPrais-Winsten法を使用できることが記さ
れている。

（94）内生変数のラグ付き変数は一般に操作変数に含めるのは適切でないとされる
こともある。例えば鹿野（2015：217）参照。外生変数のラグ付き変数の場
合は誤差項と相関しにくいのに対し，内生変数のラグ付き変数は，元の内生
変数が誤差項と相関しているので，ラグ付き変数も誤差項と相関するおそ
れがあるからである。Merriman（1988：12-13）では，内生変数のラグ付き
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変数を操作変数に含めているか否かはっきりしない。ただし，仮に内生変
数のラグ付き変数ln Cm_K2-1を操作変数から除いたとしても，モデル⑴はt値
-1.709，F値2.920でp値0.107（Prais-Winsten法ではt値-1.570でp値0.136）となり
帰無仮説は同様に棄却されない。

（95）Merriman（1988:12-13）は，死刑執行率の変数が内生変数か否か自体は，米
国などの先行研究で用いられている変数に関するデータが日本では見つから
ないので検討できないとしている。

（96）t値-0.906，F値0.820で p値0.378となる（内生変数のラグ付き変数ln Cm_K2-1は
操作変数から除いている）。

（97）Merriman（1988）は各変数の自然対数を取って回帰式を行っているので，こ
こでも各変数の自然変数を取ったものについて単位根検定を行っている。自
然対数を取らない線形の回帰分析を行う際には，単位根検定も自然対数を取
らない元の各変数について行う必要がある。ここでは紙幅の関係上省略して
いる。

（98）１．３．４と同様に，ラグ次数の最大値を４とし，MAICに基づいてラグ次数
を選択している。

（99）１．３．４と同様に，ラグ次数は４×４　T×100　である。
（100）１．３．５．１で述べたように，1955年以前には14歳未満の少年の触法行為が

含まれているものの，1956年以降はこれが含まれていない。そしてMerriman 
（1988）のデータは1957 ～ 1982年である。

（101）『日本統計年鑑』の「年齢階級，就業状態別労働力人口」の「総数」を参
照。近年のものはweb上で参照できる。例えば平成23年版は<https://www.stat.

go.jp/data/nenkan/back60/zuhyou/y1602000.xls>（ 最 終 ア ク セ ス2019年11月30
日）。

（102）総務省統計局「労働力調査 用語の解説」<https://www.stat.go.jp/data/roudou/

definit.html>（最終アクセス2019年11月30日）。
（103）Merriman（1988）も参照している研究の１つであるLayson （1985：70）では

総人口に占める割合になっており，これに基づいているのかもしれない。
（104）20代人口率ln N2029_Nと他の説明変数との相関係数は表３－７に記載され

ている。また，20代男性人口率ln M2029_Nとの相関係数は例えば，有罪率ln 

Cm_K2とは0.238，死刑確率ln X_Cmとは0.608である。
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Deterrent effect of the death penalty in Japan: Reevaluation of the three 
quantitative studies

MORI Daisuke

［Abstract］
In this study, we reevaluate three quantitative studies on the deterrent effect of 
the death penalty in Japan: Matsumura and Takeuchi（1990）, Akiba（1993）, 
and Merriman（1988）. We recollect governmental data and replicate analyses 
of these studies. Matsumura and Takeuchi（1990）argue that the death penalty 
does not have a statistically significant effect on homicide rate, whereas Akiba
（1993）and Merriman（1988）argue the opposite. We demonstrate that their 
conflicting results are the result of their use of different variables for death penalty. 
Matsumura and Takeuchi（1990）use the death sentence rate, while Akiba（1993）
and Merriman （1988）use the execution rate. We also demonstrate that these 
studies have some common econometric problems. These problems include serial 
correlation, multicollinearity, endogeneity of regressors, and presence of unit 
roots. Moreover, there are other issues such as time-series data compatibility and 
selection of variables. Replication is a useful method that assists in identifying 
important discoveries and finding limitations of prior studies.
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